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NO.33 水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し

本日ご検討頂きたい内容

• 平成29年度の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第3回）に
おいて、本テーマについてご検討・ご審議頂きました。

• 座長からは、「『微量漏えい』は重い問題であるので『事故調査解析等を行う検
討の場』において検討を行い、本検討会でも議論して頂く。」とのご意見を頂きま
した。

• 本日のご説明資料では、『微量漏えい』への対応について、事故統計の解析、
業界における設備改善の取組み、設備管理・点検の現状などを紹介させて頂く
とともに、今後の業界の保安確保のための自主的な取組みについてご説明させて
頂きます。

• ご説明させて頂く内容について、各委員のお立場からご意見を頂戴できればと存
じます。
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要望内容
水素スタンドを含む高圧ガス製造者等は、高圧ガスについて災害が発生した時は、
事故届を提出しなければならず、事故届提出後の事業再開には、都道府県知事の
了解を得る必要があり、一定期間水素スタンドを休業する必要がある。
水素スタンドの休業期間の短縮、顧客の利便性向上等のため、水素スタンドにおいて、漏
えいの部位が締結部･開閉部であり、漏えいの程度が微量（石けん水を塗布した場合気
泡が発生する程度）であって、かつ人的被害のない場合は、「事故」として取り扱わないよう
に見直していただきたい。

なお、現在でも高圧ガス保安法において、液化石油ガス及び天然ガスについては、
• 漏えいの部位が締結部・開閉部
• 漏えいの程度が微量（石けん水を塗布した場合気泡が発生する程度）
• 人的被害のない場合
である漏えいの場合は「事故」から除かれており、届出を要していない。

実施計画上の記載
水素スタンドにおける締結部及び開閉部からの微量漏えいの取扱いについて、リスクを評価
した上で、見直しを検討し、結論を得る
（平成29年度検討開始、平成30年度結論 経済産業省）

事項名
水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し

１．要望内容 【第3回検討会資料再掲】
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『微量漏えい』の範囲

対象箇所：
締結部（継手）、開閉部（バルブ）、軸封部

漏えい量：
せっけん水塗布時に微小な泡が発生する程度

漏えい原因：
締結緩み、消耗品※劣化（損傷は含まない）

１．要望内容【補足：事故扱いから除外頂きたい「微量漏えい」の範囲】
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「対象箇所」

締結部(継手)

「微量漏えい」は機器や配管の損傷によるものではなく、自
然発生的な緩みや消耗品の劣化に起因する場合が多い。
このような場合は、次の方法で漏えいを遮断することができ
る。
・増し締め
・消耗品※の交換

※消耗品：Oリング、ガスケット、皿ばね、テープ、など

微量漏えいが損傷を伴う場合は、上記方法により修繕を
行うことは不可能であり、このような場合は今後も「事故」と
して取扱うものと認識している。

開閉部(バルブ) 軸封部
KHK「軸封装置の事故の注意事項について 」より抜粋



２．水素スタンドの事故統計・解析（①：2011～2016年の事故件数）

■水素スタンドの高圧ガス事故の統計
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・水素スタンドの高圧ガス保安法上の“事故”はすべて「漏えい」である
【参考】事故の区分：漏えい、爆発、火災、破裂・破損

・2011～14年は1～6件/年、水素STの商用化が始まった2015年以降11件、26件/年と
増加しているが、水素ST数も増加しており、水素STあたりの事故件数は0.2件/ST・年
程度で推移している

出典：高圧ガス事故の類型化調査報告書（平成30年3月）高圧ガス保安協会

2011～2016年（6年間）：事故総数54件
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①腐食・疲労等
3件、6％

②締結部・開閉部等
46件、85％

③誤開閉・開閉忘れ・安全弁作動等
5件、9％

締結管理不良
20件、37％

シール管理不良
15件、27％

設計不良
5件、9％

施工管理不良
4件、7％

その他
10件、20％

２．水素スタンドの事故統計・解析（②：2011～2016年の事故事象と原因）

■水素スタンドの漏えい事故の内訳

■水素スタンドの漏えいの事故原因の内訳

・“漏えい“のうち締結部・開閉部等が大半
であり、腐食・疲労による漏えいは数％
程度であった

・漏えいの事故原因のうち締結部、開閉部
等の締結管理不良が37％で最も多く、
次いで開閉部、締結部等のシール管理
不良が27％と多かった

出典：高圧ガス事故の類型化調査報告書（平成30年3月）高圧ガス保安協会
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２．水素スタンドの事故統計・解析（③：2016年の事故概要）

■水素スタンド事故の概要（2016年：事故件数26件）

・2016年の事故26件のすべてが、「締結部、開閉部」からの漏えいであった。

○漏えいの部位

締結部
16件（62％）

開閉部
10件（38％）

継手
13件（50％）

遮断弁
9件（35％）

•26件の事故のうち、「漏えいの程度が微量」かつ「漏えい原因が締結緩み・消耗品
劣化」（今回、規制見直しを要望しているもの）に該当するものは19件

※高圧ガス保安協会事故事例データベースの「事故概要」の内容から判断・推定
されるもの

○漏えいの程度と原因

出典：高圧ガス事故の類型化調査報告書（平成30年3月）高圧ガス保安協会
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安全管理データベースを構築し、商用水素STについて、事故扱いとはならないレベルのトラブ
ルやヒヤリハット事例を収集、蓄積している。

 今後も微量漏えいを含むトラブル原因分析・対策等の横展開を継続するとともに、規制当
局等とも情報を共有していく。

水素供給利用技術協会（HySUT）ではこれまでのNEDO事業（国プロ）での取組みをとお
して、水素スタンドの安全管理に関する知見の蓄積を行ってきており、業界各社へ展開を図って
きた。

トラブル発生個所の分析例

２．水素スタンドの事故統計・解析（④：トラブル原因の分析例）

H27年度（161件） H28年度（327件） H29年4月～ H30年1月（234件）
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３．現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

危害予防規程

事業者の行う点検・検査や設備管理は、届出の必要がある『危害予防規程』において点検・
検査等に関する要領や点検リストなどを自主的に定め、これに従って実施している。

設備管理要領 日常点検要領 月例点検要領 保安検査要領

設備の修繕履歴、故
障記録、変更記録、
設備台帳の保管期
間などについて定める。

点検実施者、点検
回数、点検項目、点
検方法等について定
める

点検実施者、点検
頻度、点検項目、点
検方法等について定
める

点検実施者、点検
項目、点検方法等に
ついて定める

・・・・・・
定期自主検査要領

保全工事要領

災害発生時対応要領

設備故障時対応要領

保安教育計画

等々

公共の安全を確保することを目的とし、当
該事業所（水素スタンド）の保安、設備
維持管理、保安組織、教育等 全般につ
いて、事業者が自主的に定め、監督官庁
へ届け出る。

要領を定めることにより、点検検査の
抜け漏れなどを防止し、点検者に関わ
らず内容についてレベルを維持すること
ができる。

10



３．現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

【点検項目（HySUT水素技術センターの例）】
日常点検：設備の状態確認（圧力・温度、ガス漏えい点検、装置・機器の外観、水・油漏れ、など）、

異音・異臭等の五感点検、点検結果の傾向チェック
月次点検：ガス検知器等の作動確認、散水設備の作動確認、ガス漏えい点検、外観検査、

防災器具の確認
保安検査・定期自主検査：設備全般に亘る健全性の検査（設備設置許可時の基準充足を確認）、

安全装置類の健全性確認、圧力計・温度計校正、
日常点検・保安教育等の実施状況を確認

■法で定められた点検
・日常点検（3回/日以上：開始時、終了時、及び稼働時1回/日以上）
・保安検査、定期自主検査（1回/年）

■自主的な点検
・月次点検 ※点検項目は、各事業者が自主的に定めて実施している

事業者は水素スタンドの設備について、高圧ガス保安法で定められた日常点検、保安検査、
定期自主検査に加え、自主的に月次点検等を追加して、安全確保・事故の未然防止に努め
ている。点検で従業者が異常を発見した場合は、保安監督者の指示により、修理等の対応を
行うとともに「事故」に該当するものは自治体等に報告する。

0.5時間程度

0.5日程度

2～３週間程度

点検・検査
従業者

確認
保安監督者

報告

対応指示

自治体事故・災害時
報告

■点検・検査の報告フロー
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事故・災害
トラブル報告



３．現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

■「微量漏えい」に関する管理・点検例
締結部管理
 合いマークによる確認(締結部のマーキングにより緩みを確認）
 トルク（締付力）管理（トルクレンチ：締付力の測定器）により、締結荷重を管理）

締結部・開閉部等の系内の気密試験
 装置の圧力計の値を定期的に記録する、もしくは装置全体・部分について定期的に気密を

確認するプログラム等により系内の気密性を確認

漏えい検知器の高感度設定
 漏えい検知器の設定を法令による規定（燃焼下限界の1/4：濃度１％）以上に厳しい

高感度に設定することで漏えいの早期発見に努めている

その他
 海外で採用されている漏えい検知テープ（継手部に巻いておき、水素を検知すると変色す

る）の採用等も検討する

点検・検査のうち、「微量漏えい」に関するものについては複数の観点から点検・検査を重点的
に行い、締結部・開閉部等からの微量漏えいの未然防止・早期発見に取組んでいる。
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３．現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

日常点検 （HySUT水素技術センターの例)

携帯型ガス検知器による漏えい検査

発泡液による漏えい検査

合いマークによる管理 圧力計による変動管理
締結部が緩んだ際にマーク
がずれるのでわかる

系内の圧力の経時変化
を確認

締結部は定期的にトルクレンチにより締付
荷重を確認
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４．水素供給利用技術協会（HySUT）の取組み

水素技術センター（山梨県）において運転管理・設備
管理マニュアルを作成し、点検項目・内容、保守管理に
ついて規定
 各事業者が自社スタンドの設備に応じて内容・方法を

修正して活用可能
水素技術センターでの研修プログラムを作成
 各事業者の教育・訓練に活用していく

HySUT 安全・安心に関する取組み

HySUTではこれまでのNEDO事業（国プロ）での取組みをとおして、水素スタンドの保安管理
に関するマニュアル作成や研修プログラムの作成、安全管理データベースによる知見の蓄積を
行ってきており、業界各社へ展開を図ってきた。

水素技術センターの点検マニュアル

14



５．設備改善の取組み（安全性・信頼性の高い材料、部材、工法等の技術開発）

溶接

業界では水素スタンドに係る安全性・信頼性の高い材料・部材、設備の技術開発を推進してい
る。
平成30年度からはNEDO事業として、「汎用ステンレス鋼溶接材に関する研究開発」及び「長
寿命高圧水素継手・シール部材及び機器開発に関する研究開発」を実施し、その成果を設
備・部品メーカーが活用する。

「汎用ステンレス鋼溶接材に関する研究開
発」【JPECが実施】
汎用ステンレス鋼溶接時のデータを蓄積し溶
接技術指針を作成することにより、溶接部の
健全性を図りつつ、配管継手部分を溶接によ
り作製し漏えいを防止する。

「長寿命高圧水素継手・シール部材及び
機器開発に関する研究開発」【HySUT等10
者が共同実施】
継手部やシール部分の漏えいに関し、多様な
漏えい原因の分類・検証を行うとともに、漏え
い防止策を策定し、もって漏えいの無い継手
や弁・フィルター等の機器を開発する。
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６．今後の業界の自主的な取組み（まとめ）

これまで、各水素スタンドでは微量漏えいに関する保安の取組みを行ってきたが、
今後も以下の取組みを継続して、業界の自主的な取組みを強化・推進し、水素スタン
ドの安全確保、事故の未然防止に努めていく。
①事故・トラブル情報の共有化と対策の水平展開
• 事故から除外される微量漏えいを含め、水素スタンドの事故、トラブル情報の収集 、

原因分析を今後も継続して行い、規制当局等を含む関係者で共有し、対策を水
平展開して事故・トラブルの再発防止を図る。

②保安監督者、従業者に対する保安教育の強化
• 各事業者が実施する教育・研修や、HySUT水素技術センターでの研修により、保

安監督者、従業者のスキルアップに継続して取組む。（「水素ステーション設備管
理」、「基本作業実習」、「トラブル時対応訓練」の中で微量漏えいの対応について
実習を含めて研修する【研修プログラム(青字部)参照】）

③設備管理・点検に関する規程・要領類への微量漏えい対応の記載
• 新規参入者等には、「微量漏えい」に対応する設備管理・点検について、危害予

防規程や各種要領書への記載内容をHySUT研修等を通じて周知・共有する。
④技術開発の推進
• 安全性・信頼性の高い材料や設備の技術開発を推進する。（平成30年度からの

3か年で、NEDO事業として、溶接材、継手・シール部材等の開発を実施）
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【参考】現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

日常点検 （HySUT水素技術センター)
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【参考】現状の設備管理・点検（各水素スタンドでの取組み）

月例点検 （HySUT水素技術センター)
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【参考】HySUT「水素技術センター」の研修プログラム(案）

HySUTでは、水素スタンド運営各社の保安監督者の育成方法・内容を調査し、ノウハウを結集した研修
プログラムを作成した。
研修プログラムは、『水素スタンドでの実務経験が少ない人向け』と『保安監督者を目指す人向け』のプログ
ラムを用意して、対象・目的に応じた研修を行う。（両プログラムの実施項目は共通だが、レベルと時間数は異なる）

今後、水素スタンド運営各社の教育・訓練に活用して頂き、業界全体で保安監督者、従業者のスキルア
ップを図っていく。(下表の青字は微量漏えいに特に関連する部分）

座学 現場実習 初級者 監督者

一般高圧ガス 高圧ガスの基礎知識・分類・定義・規則 0.5 0.0
水素 水素の特性、水素製造・輸送・貯蔵利用技術 1.0 1.0
水素ステーション概要 設備構成と特徴、安全対策 0.5 1.0

水素ステーション関連設備 圧縮機、畜圧器、ディスペンサー、保安設備等水素ステーショ
ン構成機器概要 各設備の運転実習 2.0 3.0

水素ステーション自主管理
ガイドライン 充填、品質、計量ガイドライン、JPEC技術基準 充填性能確認検査の実習 1.0 3.0

水素インフラ関連法規 高圧ガス保安法関連規制の概要 0.5 2.0
ＦＣＶの知識 FCVの仕組・安全対策、水素充填の基礎知識 FCVの実車確認と充填実習 1.0 2.0
安全設計・管理 安全設計・安全・信頼性管理、、保安規程・教育 0.5 1.0
保安・防災設備 保安・防災の考え方と各保安防災設備の概要 保安・防災設備の実操作により非定常時の操作実習 1.0 2.0
水素ステーション運転管理 組織・基準類、保安管理項目と点検要領等運転管理要領 水素ステーション運転管理実習 3.0 6.0
水素ステーション設備管理 基準類、設備の検査、設備の診断等設備管理要領 水素ステーション設備管理実習 1.5 3.0

基本作業実習 トルクレンチの使い方、圧力計着脱、携帯ガス検知器
の使い方等基本作業実習 1.0 0.0

水素ステーション事故／ト
ラブル事例

事例紹介、事例の解析と対策 1.5 3.0

トラブル時対応訓練 トラブル時対応机上型シミュレーション訓練 軽微な水素漏えい事故を想定し実践的訓練 2.0 5.0

防災訓練 緊急時対応机上型シミュレーション訓練
水素の大量漏えいや火災発生等重大事故を想定した
実践的な訓練 3.0 7.0

1.0 1.0
合計時間 21.0 40.0

非
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修了確認試験、まとめ
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																								2017/6/20
一般社団法人 水素供給利用技術協会 イッパン シャダン ホウジン

				水素ステーション運営訓練カリキュラム　教材作成の進捗と方向性 スイソ ウンエイ クンレン キョウザイ サクセイ シンチョク ホウコウセイ

				科目 カモク				内容 ナイヨウ				訓練時間（h） クンレン ジカン				備考 ビコウ				現在の進捗（6/20）及び作成の方向性 ゲンザイ シンチョク オヨ サクセイ ホウコウセイ								完成時期 カンセイ ジキ				備考 ビコウ

								座学 ザガク		現場実習 ゲンバ ジッシュウ		初級者
コース ショキュウシャ		保安監督者
育成コース ホアン カントク シャ イクセイ														座学教材 ザガク キョウザイ		実習教材 ジッシュウ キョウザイ

				基礎知識 キソ チシキ		一般高圧ガス イッパン コウアツ		高圧ガスの基礎知識、高圧ガスの分類、高圧ガスの定義、高圧ガスについての規則 コウアツ キソ チシキ コウアツ ブンルイ コウアツ テイギ コウアツ キソク				0.5		0.0						60%		－		高圧ガスの基礎知識として、絶対圧力、熱力学温度、ボイルシャルルの法則等、物理的な基礎知識の再確認の他、状態や燃焼性による高圧ガスの分類、燃焼の3要素や爆発範囲と最小発火エネルギー等を説明。高圧ガス規則については、詳細は、関連法規で説明することとし、法規の体系と高圧ガス保安法の構成を説明。初級者にとっての必須知識習得の観点で、内容追加の予定 コウアツ キソ チシキ ゼッタイ アツリョク ネツリキガク オンド ホウソク トウ ブツリ テキ キソ チシキ サイカクニン ホカ ジョウタイ ネンショウセイ コウアツ ブンルイ ネンショウ ヨウソ バクハツ ハンイ サイショウ ハッカ トウ セツメイ コウアツ キソク ショウサイ カンレン ホウキ セツメイ ホウキ タイケイ コウアツ ホアン ホウ コウセイ セツメイ ショキュウシャ ヒッス チシキ シュウトク カンテン ナイヨウ ツイカ ヨテイ		土居 ドイ		6月 ゲツ		－

						水素 スイソ		水素とは、水素エネルギー技術の全体像、水素製造技術、水素輸送・貯蔵技術、水素利用技術 ギジュツ ゼンタイゾウ ギジュツ ギジュツ ギジュツ				0.5		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第２章：水素について」を参考にして作成 ダイ ショウ スイソ サンコウ サクセイ				95%		－		ほぼ完成。全般的な精査と必要に応じて見直しを実施。 カンセイ ゼンパンテキ セイサ ヒツヨウ オウ ミナオ ジッシ		―		6月 ゲツ		－

						水素インフラ関連法規 スイソ カンレン ホウキ		高圧ガス保安法（法体系、目的、高圧ガスの定義、用語の定義、事業所の分類、製造、貯蔵、消費、移動、販売、例示基準　等）、その他（消防法、条例　等） コウアツ ホアンホウ トウ タ ショウボウホウ ジョウレイ トウ				0.5		3.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第３章：水素インフラ関連法規等」を参考にして作成 スイソ カンレン ホウキ トウ				50%		－		高圧ガス保安法のうち法体系～製造までは作成済み。また水素ステーションにおける高圧ガス保安法の技術基準として、一般則第7条の3第1項（郊外型）、2項（都市型）他の説明を加えた。（安全設計管理、保安防災設備で詳細を説明）今後は、高圧ガス保安法の貯蔵～例示基準と消防法他、関連法規の説明資料を作成する。 コウアツ ホアン ホウ ホウ タイケイ セイゾウ サクセイ ズ スイソ コウアツ ホアンホウ ギジュツ キジュン イッパン ソク ダイ ジョウ ダイ コウ コウガイガタ コウ トシガタ ホカ セツメイ クワ アンゼン セッケイ カンリ ホアン ボウサイ セツビ ショウサイ セツメイ コンゴ コウアツ ホアン ホウ チョゾウ レイジ キジュン ショウボウ ホウ ホカ カンレン ホウキ セツメイ シリョウ サクセイ		土居 ドイ		7月 ゲツ		－

						水素ステーション概要 スイソ ガイヨウ		構成と特徴、安全対策、課題 コウセイ トクチョウ アンゼン タイサク カダイ				0.5		0.5						95%		－		ほぼ完成。全般的な精査と必要に応じて見直しを実施。 カンセイ ゼンパンテキ セイサ ヒツヨウ オウ ミナオ ジッシ		―		6月 ゲツ		－

								普及状況と今後の整備計画、水素ステーション設備使用材料 スイソ セツビ シヨウ ザイリョウ				0.0		0.5						95%		－		ほぼ完成。全般的な精査と必要に応じて見直しを実施。 カンセイ ゼンパンテキ セイサ ヒツヨウ オウ ミナオ ジッシ		―		6月 ゲツ		－

						水素ステーション関連設備 スイソ カンレン セツビ		水素トレーラー、水素カードル、液化水素関連設備、水素製造装置、圧縮機、畜圧器、プレクーラー、ディスペンサー		圧縮機、畜圧器、ディスペンサー、保安設備等水素ステーション構成機器の機能と役割を理解する。 キノウ ヤクワリ リカイ		2.0		3.0						50%		－		蓄圧器、ディスペンサーまでは作成済み。プレクーラーについては、メーカーに資料提供を依頼中。 チクアツ キ サクセイ ズ シリョウ テイキョウ イライチュウ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

								ノズル、水素充填ホース、弁類、圧力計、温度計、流量計、制御、電気、通信機器　 スイソ ジュウテン セイギョ デンキ ツウシン キキ																水素技術センターの納入メーカーに資料提供を依頼中 スイソ ギジュツ ノウニュウ シリョウ テイキョウ イライ チュウ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション自主管理ガイドライン スイソ ジシュ カンリ		充填ガイドライン、品質ガイドライン、計量ガイドライン、JPEC技術基準 ジュウテン ヒンシツ		充填性能試験車両を使用し充填性能確認検査の実習を行う。 ジュウテン セイノウ シケン シャリョウ シヨウ ジュウテン セイノウ カクニン ケンサ ジッシュウ オコナ		1.5		5.0						80%		0%		品質GL、計量GL、充填GLは作成済み。今後、3GL制定の目的や位置付け等の説明を加える。
JPEC技術基準は作成途中。策定の目的に加え、法規やガイドラインとの関係を含めた概要を説明する資料へ ヒンシツ ケイリョウ ジュウテン サクセイ ズ コンゴ セイテイ モクテキ イチヅ トウ セツメイ クワ ギジュツ キジュン サクセイ トチュウ サクテイ モクテキ クワ ホウキ カンケイ フク ガイヨウ セツメイ シリョウ		金子氏、中西氏
JPEC相談：平瀬、土居 カネコ シ ナカニシ シ ソウダン ヒラセ ドイ		8月 ゲツ		9月 ゲツ

						ＦＣＶの知識 チシキ		燃料電池とは、燃料電池の仕組み、燃料電池の用途、FCVとは、FCVの安全対策、水素充填方式 スイソ ジュウテン ホウシキ		座学の内容をFCVを使って実地で学ぶ。（試乗を含む） ザガク ナイヨウ ツカ ジッチ マナ シジョウ フク		1.0		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第４章：燃料電池自動車（FCV）」を参考にして作成 ダイ ショウ ネンリョウ デンチ ジドウシャ				95%				ほぼ完成。全般的な精査と必要に応じて見直しを実施。 カンセイ ゼンパンテキ セイサ ヒツヨウ オウ ミナオ ジッシ				6月 ゲツ		7月 ゲツ

				運営・保安管理 ウンエイ ホアン カンリ		安全設計・管理 アンゼン セッケイ カンリ		安全設計、安全・信頼性管理、安全管理組織、保安規程、教育 アンゼン セッケイ アンゼン シンライセイ カンリ アンゼン カンリ ソシキ ホアン キテイ キョウイク				0.0		2.0						80%		－		ソフト面としての教材（安全理論と推進手法、保安規定、危害予防規程、保安教育等）は作成済。
ハード面では、安全設計の考え方として、安全に係る5原則（漏らさない、漏れてもガスを対流させない、漏れてもガスに着火させない、着火しても影響を最小限度にする）を紹介し、距離規制など設備以外に関する基準の説明を加えていく。また次章「保安・防災設備」において、関連法規と設置が義務付けられている設備について説明 メン キョウザイ アンゼン リロン スイシン シュホウ ホアン キテイ キガイ ヨボウ キテイ ホアン キョウイク トウ サクセイ ズ メン アンゼン セッケイ カンガ カタ アンゼン カカ ゲンソク モ モ タイリュウ モ チャッカ チャッカ エイキョウ サイショウ ゲンド ショウカイ キョリ キセイ セツビ イガイ カン キジュン セツメイ クワ ジショウ ホアン ボウサイ セツビ カンレン ホウキ セッチ ギムヅ セツビ セツメイ		平瀬部長
土居 ヒラセ ブチョウ ドイ		8月 ゲツ		－

						保安・防災設備 ホアン アンボ ボウサイ セツビ		ガス漏洩検知センサ、火炎検知センサ、消火・散水機能、緊急停止スイッチ、車両衝突防止・緊急離脱カプラ、安全装置（安全弁 等） ロウエイ ケンチ カエン ケンチ ショウカ サンスイ キノウ キンキュウ テイシ シャリョウ ショウトツ ボウシ キンキュウ リダツ		保安・防災設備の実操作を体験するために、緊急停止スイッチを実際に押す、散水機能等の保安・防災設備を稼働させてみること等により非定常時の操作訓練を行う。 ホアン ボウサイ セツビ ジツ ソウサ タイケン ジッサイ オ サンスイ キノウ トウ ホアン ボウサイ セツビ カドウ トウ ヒテイジョウ ジ ソウサ クンレン オコナ		2.0		5.0						60%				一般則第6条、第7条の3第1項（郊外型）、第2項（都市型）で定められた、それぞれの安全基準や保安・防災設備の設置基準が「安全に関する5原則」のどの項目の目的を果たすために設けられているかを明示し、加えて個別の具体的な設備の詳細の説明を行う。一部作成中であるが概ね作成が完了。今後、解り易くするための編集を予定。 ダイ ジョウ ダイ サダ アンゼン キジュン ホアン ボウサイ セツビ セッチ キジュン アンゼン カン ゲンソク コウモク モクテキ ハ モウ メイジ クワ コベツ グタイテキ セツビ ショウサイ セツメイ オコナ イチブ サクセイチュウ オオム サクセイ カンリョウ コンゴ ワカ ヤス ヘンシュウ ヨテイ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

								地震計、インターロック、アース、緊急遮断装置・逆流防止装置、電気設備の防爆構造、保安電力、流動拡散防止装置および障壁　 ジシンケイ														－				平瀬部長 ヒラセ ブチョウ		7月 ゲツ		－

						水素ステーション運転管理実習 スイソ ウンテン カンリ ジッシュウ		組織・基準類、保安管理項目と点検要領、FCVの誘導要領、充填操作、POS処理・監視盤監視要領、日常点検、月例点検		車両の誘導、車両容器情報の確認、充填ノズルの着脱、充填開始操作、ＰＯＳ処理・監視盤監視、充填ライン脱圧、日常／月例点検作業、カードル受入・切離作業、蓄圧操作　他		3.0		10.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				25%		0%		「水素ST教育設備・訓練内容指針案」を参考とし、より具体的な図面や実際の設備を基にイメージをつかんでもらうために、水素技術センターの設備内容に基づいて、運転・管理マニュアルに近い形の教材を作成予定。
水素技術Cの設備内容が固まる7、8月頃からマニュアル原案の作成を開始し、そのマニュアルに基づいて制作にかかる。
なお、受講者が携わるSTの設備内容が異なるが、必要な運転手続きとその理由を理解してもらうと同時に受講後に受講者が自身のSTのマニュアル制作や改訂に参考となるものを目指す。
座学用教材はそのまま現場実習用として活用できるものとする。 スイソ キョウイク セツビ クンレン ナイヨウ シシン アン サンコウ グタイテキ ズメン ジッサイ セツビ モト スイソ ギジュツ セツビ ナイヨウ モト ウンテン カンリ チカ カタチ キョウザイ サクセイ ヨテイ スイソ ギジュツ セツビ ナイヨウ カタ ゲツ コロ ゲンアン サクセイ カイシ モト セイサク ジュコウ シャ タズサ セツビ ナイヨウ コト ヒツヨウ ウンテン テツヅ リユウ リカイ ドウジ ジュコウ ゴ ジュコウシャ ジシン セイサク カイテイ サンコウ メザ ザガク ヨウ キョウザイ ゲンバ ジッシュウヨウ カツヨウ		土居 ドイ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション設備管理実習 スイソ セツビ カンリ ジッシュウ		基準類、設備の検査、設備の診断 キジュン ルイ セツビ ケンサ セツビ シンダン		設備交換・メンテ対応、（検査前を想定した）設備停止操作、（検査終了後を想定した）運転開始操作、検査時の対応、自主管理ガイドライン検査対応　他 セツビ コウカン タイオウ ジシュ カンリ ケンサ タイオウ ホカ		1.5		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				25%		0%				土居 ドイ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

						基本作業実習 キホン サギョウ ジッシュウ				トルクレンチの使い方、圧力計着脱、継手の着脱、携帯ガス検知器の使い方、定置式ガス検知器の動作試験、ガスケットの取替え　他		1.0		0.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				40%		0%		カードル脱着、ガス漏れ検査、液体窒素の取り扱い等、現場で使用する機工具の使い方や留意点等をまとめた教材を情報取集を含め検討中。 ダッチャク モ ケンサ エキタイ チッソ ト アツカ トウ ゲンバ シヨウ キ コウグ ツカ カタ リュウイテン トウ キョウザイ ジョウホウ シュシュウ フク ケントウ チュウ		土居 ドイ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション事故／トラブル事例 スイソ ジコ ジレイ		事例紹介、事例の解析と対策、セーフティーデータベース　他 ホカ				2.0		4.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第８章：事故・トラブル事例」を参考にして作成 ショウ ジコ ジレイ				40%		－		水素ステーションで発生する機器故障、トラブル、事故の情報をセーフティデータベースで集約。このデータベースを基に発生要因の分析・解析を行い具体的対策を検討し、共有化する事で再発防止や事故未然防止につなげる活動を、具体的な事例を交えながら説明する。 スイソ ハッセイ キキ コショウ ジコ ジョウホウ シュウヤク モト ハッセイ ヨウイン ブンセキ カイセキ オコナ グタイテキ タイサク ケントウ キョウユウカ コト サイハツ ボウシ ジコ ミゼン ボウシ カツドウ グタイテキ ジレイ マジ セツメイ		岡本氏 オカモト シ		7月 ゲツ		－

				非常時対応訓練 ヒジョウ ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応訓練 ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） ジ タイオウ クンレン ザガク ヘン キジョウ ガタ クンレン トウギ ツウ サクセイ カクニン ジッシ		トラブル時対応要素が多いFCV充填中の軽微な水素漏えい事故を想定し、水素ステーション従業員による初期動作、情報伝達、漏えい箇所の特定及び現場での応急措置など実践的な訓練を実施する。 ジ タイオウ ヨウソ オオ ジュウテン チュウ ケイビ スイソ ロウ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ショキ ドウサ ジョウホウ デンタツ ロウ カショ トクテイ オヨ ゲンバ オウキュウ ソチ ジッセンテキ クンレン ジッシ		2.0		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第６章：緊急時対応の指標」を参考にして作成
※「トラブル時対応訓練」の現場実習では、水素の微少漏えい時等比較的軽微な事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ シヒョウ ジ タイオウ クンレン ゲンバ ジッシュウ スイソ ビショウ ロウ ジ トウ ヒカクテキ ケイビ ジコ モト モギ クンレン ジッシ				80%		0%		座学用教材として、「FCV充填中にディスペンサー内部から軽微な水素漏えいが発生したケース」を基に、ステーション従事者による初期動作、情報伝達、漏洩箇所の特定、現場での対応措置等の一連の流れをシナリオ化（作成済）
また、保安監督者育成コース向けに、想定シナリオを参考としながら、グループ討議を通じて水素ステーションで発生するトラブルを想定し、適切なシナリオづくりを行う訓練を実施する。 ザガク ヨウ キョウザイ ジュウテン チュウ ナイブ ケイビ スイソ ロウ ハッセイ モト ジュウジシャ ショキ ドウサ ジョウホウ デンタツ ロウエイ カショ トクテイ ゲンバ タイオウ ソチ トウ イチレン ナガ カ サクセイ ズ ホアン カントクシャ イクセイ ム ソウテイ サンコウ スイソ ハッセイ ソウテイ テキセツ オコナ クンレン ジッシ		土居 ドイ		7月 ゲツ		9月 ゲツ

						防災訓練 ボウサイ クンレン		組織・基準類、災害の備え、災害の対策、緊急時対応の知識、消防計画の理解、FCVの安全性、海外の訓練事例紹介、防災訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） サイガイ ソナ サイガイ タイサク キンキュウジ タイオウ チシキ ショウボウ ケイカク リカイ アンゼンセイ カイガイ クンレン ジレイ ショウカイ ボウサイ		水素の大量漏えいや火災発生等重大事故を想定し、水素ステーション従業員による人の安全確保、初期対応、関係機関等への通報・出動要請、消防等公設機関への協力など実践的な訓練を実施する。 スイソ タイリョウ ロウ カサイ ハッセイ トウ ジュウダイ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ヒト アンゼン カクホ ショキ タイオウ カンケイ キカン トウ ツウホウ シュツドウ ヨウセイ ショウボウ トウ コウセツ キカン キョウリョク		3.0		7.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第７章：緊急時対応訓練」を参考にして作成
※「防災訓練」の現場実習では、水素の大量漏えいや火災発生等重大事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ クンレン ボウサイ クンレン タイリョウ カサイ ハッセイ ジュウダイ				50%		0%		防災訓練、机上型シミュレーション訓練については作成済み
座学用教材として、「FCVが誤ってディスペンサーに衝突したケース」で、ステーション従事者による人の安全確保、初期対応、関係機関への通報・出動要請、消防等公的機関への協力等の一連の流れをシナリオ化（作成済）
また、保安監督者育成コース向けに、想定シナリオを参考としながら、グループ討議を通じて、水素ステーションで発生する重大事故を想定し、適切なシナリオづくりを行う訓練を実施する。 ボウサイ クンレン キジョウ ガタ クンレン サクセイ ズ ザガク ヨウ キョウザイ アヤマ ショウトツ ジュウジシャ ヒト アンゼン カクホ ショキ タイオウ カンケイ キカン ツウホウ シュツドウ ヨウセイ ショウボウ トウ コウテキ キカン キョウリョク トウ イチレン ナガ カ サクセイ ズ ホアン カントクシャ イクセイ ム ソウテイ サンコウ トウギ ツウ スイソ ハッセイ ジュウダイ ジコ ソウテイ テキセツ オコナ クンレン ジッシ		土居 ドイ		7月 ゲツ		9月 ゲツ



				評価方法の検討 ヒョウカ ホウホウ ケントウ																30%				自己チェック方式及びテスト方式の2案の試案を作成済み ジコ ホウシキ オヨ ホウシキ アン シアン サクセイ ズ		土居 ドイ		7月



				※受講推奨者								21.0		54.0

				＜初級者コース＞（１）新人として初めて水素ステーションで働く人　（２）水素ステーションでの実務経験の浅い人　（３）上位者の指示指導をもとに基本業務を行う人
<保安監督者育成コース>（１）保安監督者を目指す人　（２）おおよそ実務経験6ヶ月未満で業務の知識・技能を高めたい人　
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										2017/2/24
（一社）水素供給利用技術協会 イッシャ スイソ キョウキュウ リヨウ ギジュツ キョウカイ																										5/22/17				※村田氏のスケジュール確認 ムラタ シ カクニン

				水素ステーション運営訓練カリキュラム（検討中）Rev.3 スイソ ウンエイ クンレン ケントウチュウ

				科目 カモク				内容 ナイヨウ				訓練時間（h） クンレン ジカン				備考 ビコウ				現在進捗（5/22） ゲンザイ シンチョク								作業部会 サギョウ ブカイ		検討会 ケントウ		完成時期 カンセイ ジキ				備考 ビコウ

								座学 ザガク		現場実習 ゲンバ ジッシュウ		初級者
コース ショキュウシャ		保安監督者
育成コース ホアン カントク シャ イクセイ						座学教材 ザガク キョウザイ		実習教材 ジッシュウ キョウザイ		現状及び課題 ゲンジョウ オヨ カダイ		分担 ブンタン		5/22の週 シュウ		6/中旬 チュウジュン		座学教材 ザガク キョウザイ		実習教材 ジッシュウ キョウザイ

				基礎知識 キソ チシキ		一般高圧ガス イッパン コウアツ		高圧ガスの基礎知識、高圧ガスの分類、高圧ガスの定義、高圧ガスについての規則 コウアツ キソ チシキ コウアツ ブンルイ コウアツ テイギ コウアツ キソク				0.5		0.0						70%		－		初級者に必要不可欠な内容と解り易さの点で見直しが必要 ショキュウシャ ヒツヨウ フカケツ ナイヨウ ワカ ヤス テン ミナオ ヒツヨウ		土居 ドイ		①開催予定日
5/22の週

②目的・内容
座学・実習用教材の内容・方向性の相談

③その他
作成中のPPｔ完成、現状未着手のものは最低でも項目と内容のポイントまでを作成 カイサイ ヨテイ ヒ シュウ モクテキ ナイヨウ タ サクセイ チュウ カンセイ ゲンジョウ ミチャクシュ サイテイ コウモク ナイヨウ サクセイ		①開催予定
6/5の週

②目的・内容
座学・実習用教材の内容・方向性の承認

③その他
作成中のPPｔ完成、現状未着手のものは最低でも項目と内容のポイントまでを作成 カイサイ ヨテイ シュウ モクテキ ナイヨウ ザガク ジッシュウヨウ キョウザイ ナイヨウ ホウコウセイ ショウニン		6月 ゲツ		－

						水素 スイソ		水素とは、水素エネルギー技術の全体像、水素製造技術、水素輸送・貯蔵技術、水素利用技術 ギジュツ ゼンタイゾウ ギジュツ ギジュツ ギジュツ				0.5		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第２章：水素について」を参考にして作成 ダイ ショウ スイソ サンコウ サクセイ				90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

						水素ステーション概要 スイソ ガイヨウ		構成と特徴、安全対策、課題 コウセイ トクチョウ アンゼン タイサク カダイ				0.5		0.5						90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

								普及状況と今後の整備計画、水素ステーション設備使用材料 スイソ セツビ シヨウ ザイリョウ				0.0		0.5						90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

						水素インフラ関連法規 スイソ カンレン ホウキ		高圧ガス保安法（法体系、目的、高圧ガスの定義、用語の定義、事業所の分類、製造、貯蔵、消費、移動、販売、例示基準　等）、その他（消防法、条例　等） コウアツ ホアンホウ トウ タ ショウボウホウ ジョウレイ トウ				0.5		3.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第３章：水素インフラ関連法規等」を参考にして作成 スイソ カンレン ホウキ トウ				30%		－		前年度までの制作物が、高圧ガス保安法に偏っており、同法は概略をまとめる形で、水素インフラ関連法規にウェイトを置いた教材制作が必要と考える。
今後、一般則第7条の3第1項（郊外型）、2項（都市型）、第8条の2（移動式）の違い、それぞれの一般則の共通事項及び独自項目について、代表的かつ必須の規則を一部例示基準も示しながらイラスト等を用いて解説するページを制作する。（建設時に必須の知識、運用時に必須の知識） ゼンネンド セイサク ブツ コウアツ ホアン ホウ カタヨ ドウホウ ガイリャク カタチ スイソ カンレン ホウキ オ キョウザイ セイサク ヒツヨウ カンガ コンゴ イッパン ソク ダイ ジョウ ダイ コウ コウガイガタ コウ トシガタ ダイ ジョウ イドウ シキ チガ イッパン ソク キョウツウ ジコウ オヨ ドクジ コウモク ダイヒョウテキ ヒッス キソク イチブ レイジ キジュン シメ トウ モチ カイセツ セイサク ケンセツ ジ ヒッス チシキ ウンヨウ ジ ヒッス チシキ		土居 ドイ						7月 ゲツ		－

						ＦＣＶの知識 チシキ		燃料電池とは、燃料電池の仕組み、燃料電池の用途、FCVとは、FCVの安全対策、水素充填方式 スイソ ジュウテン ホウシキ		座学の内容をFCVを使って実地で学ぶ。（試乗を含む） ザガク ナイヨウ ツカ ジッチ マナ シジョウ フク		1.0		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第４章：燃料電池自動車（FCV）」を参考にして作成 ダイ ショウ ネンリョウ デンチ ジドウシャ				90%		？		－								6月 ゲツ		7月 ゲツ

						水素ステーション関連設備 スイソ カンレン セツビ		水素トレーラー、水素カードル、液化水素関連設備、水素製造装置、圧縮機、畜圧器、プレクーラー、ディスペンサー		圧縮機、畜圧器、ディスペンサー、保安設備等水素ステーション構成機器の機能と役割を理解する。 キノウ ヤクワリ リカイ		1.0		1.5						10%		－		圧縮機、ディスペンサーメーカーに資料提供を依頼中。(5月中目標） アッシュクキ シリョウ テイキョウ イライチュウ ガツチュウ モクヒョウ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

								ノズル、水素充填ホース、弁類、圧力計、温度計、流量計、制御、電気、通信機器　 スイソ ジュウテン セイギョ デンキ ツウシン キキ				1.0		1.5												平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

				運営管理 ウンエイ カンリ		水素ステーション運転管理実習 スイソ ウンテン カンリ ジッシュウ		組織・基準類、保安管理項目と点検要領、FCVの誘導要領、充填操作、POS処理・監視盤監視要領、日常点検、月例点検		車両の誘導、車両容器情報の確認、充填ノズルの着脱、充填開始操作、ＰＯＳ処理・監視盤監視、充填ライン脱圧、日常／月例点検作業、カードル受入・切離作業、蓄圧操作　他		3.0		10.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				25%		0%		「水素ST教育設備・訓練内容指針案」が表形式でまとめられた保安管理項目とその内容であり、具体的な設備イメージがつかみにくい。
水素技術センターの設備内容に基づいて、運転管理マニュアルに近い形の教材が理想。水素技術Cの設備内容が固まる7月頃にNIPPO（岩谷）にマニュアルを依頼。8月頃提示予定のマニュアルに基づいて制作にかかる。
なお、受講者が携わるSTの設備内容が異なるが、必要な運転手続きと何故それが必要か？を理解してもらうと同時に受講後に受講者が自身のSTのマニュアル制作や改訂に参考となるものを目指す。
座学用教材はそのまま現場実習用として活用できるものとする。 スイソ キョウイク セツビ クンレン ナイヨウ シシン アン ヒョウケイシキ ホアン カンリ コウモク ナイヨウ グタイテキ セツビ スイソ ギジュツ セツビ ナイヨウ モト ウンテン カンリ チカ カタチ キョウザイ リソウ スイソ ギジュツ セツビ ナイヨウ カタ ゲツ コロ イワタニ イライ ゲツ コロ テイジ ヨテイ モト セイサク ジュコウ シャ タズサ セツビ ナイヨウ コト ヒツヨウ ウンテン テツヅ ナゼ ヒツヨウ リカイ ドウジ ジュコウ ゴ ジュコウシャ ジシン セイサク カイテイ サンコウ メザ ザガク ヨウ キョウザイ ゲンバ ジッシュウヨウ カツヨウ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション設備管理実習 スイソ セツビ カンリ ジッシュウ		基準類、設備の検査、設備の診断 キジュン ルイ セツビ ケンサ セツビ シンダン		設備交換・メンテ対応、（検査前を想定した）設備停止操作、（検査終了後を想定した）運転開始操作、検査時の対応、自主管理ガイドライン検査対応　他 セツビ コウカン タイオウ ジシュ カンリ ケンサ タイオウ ホカ		1.5		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				25%		0%				土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						基本作業実習 キホン サギョウ ジッシュウ				トルクレンチの使い方、圧力計着脱、継手の着脱、携帯ガス検知器の使い方、定置式ガス検知器の動作試験、ガスケットの取替え　他		1.0		0.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				40%		0%		現状未着手。参考資料の入手が必要 ゲンジョウ ミチャクシュ サンコウ シリョウ ニュウシュ ヒツヨウ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション自主管理ガイドライン スイソ ジシュ カンリ		充填ガイドライン、品質ガイドライン、計量ガイドライン、JPEC技術基準 ジュウテン ヒンシツ		充填性能試験車両を使用し充填性能確認検査の実習を行う。 ジュウテン セイノウ シケン シャリョウ シヨウ ジュウテン セイノウ カクニン ケンサ ジッシュウ オコナ		1.5		5.0						80%		0%		制作済みの充填GLに加えて、品質GL、計量GL、JPEC技術基準の制作完了。
今後、各GLの内容精査及び内容の温度差を考慮しながら、初級者、保安監督者コース別の講習内容を選定 セイサク ズ ジュウテン クワ ヒンシツ ケイリョウ ギジュツ キジュン セイサク カンリョウ コンゴ カク ナイヨウ セイサ オヨ ナイヨウ オンド サ コウリョ ショキュウシャ ホアン カントクシャ ベツ コウシュウ ナイヨウ センテイ		金子氏、中西氏
JPEC相談：平瀬、土居 カネコ シ ナカニシ シ ソウダン ヒラセ ドイ						8月 ゲツ		9月 ゲツ

				保安管理 ホアン カンリ		安全設計・管理 アンゼン セッケイ カンリ		安全設計、安全・信頼性管理、安全管理組織、保安規程、教育 アンゼン セッケイ アンゼン シンライセイ カンリ アンゼン カンリ ソシキ ホアン キテイ キョウイク				0.0		2.0						80%		－		一通りの項目は記載済み。追加すべき項目の有無、記載内容の確認が必要・ ヒトトオ コウモク キサイ ズ ツイカ コウモク ウム キサイ ナイヨウ カクニン ヒツヨウ		平瀬部長
土居 ヒラセ ブチョウ ドイ						8月 ゲツ		－

						保安・防災設備 ホアン アンボ ボウサイ セツビ		ガス漏洩検知センサ、火炎検知センサ、消火・散水機能、緊急停止スイッチ、車両衝突防止・緊急離脱カプラ、安全装置（安全弁 等） ロウエイ ケンチ カエン ケンチ ショウカ サンスイ キノウ キンキュウ テイシ シャリョウ ショウトツ ボウシ キンキュウ リダツ		保安・防災設備の実操作を体験するために、緊急停止スイッチを実際に押す、散水機能等の保安・防災設備を稼働させてみること等により非定常時の操作訓練を行う。 ホアン ボウサイ セツビ ジツ ソウサ タイケン ジッサイ オ サンスイ キノウ トウ ホアン ボウサイ セツビ カドウ トウ ヒテイジョウ ジ ソウサ クンレン オコナ		2.0		3.0						60%				未記載項目の記入と記載内容の確認が必要・「緊急遮断装置」、「逆流防止装置」は必要か？ ミ キサイ コウモク キニュウ キサイ ナイヨウ カクニン ヒツヨウ キンキュウ シャダン ソウチ ギャクリュウ ボウシ ソウチ ヒツヨウ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

								地震計、インターロック、アース、緊急遮断装置・逆流防止装置、電気設備の防爆構造、保安電力、流動拡散防止装置および障壁　 ジシンケイ				0.0		2.0								－				平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		－

						水素ステーション事故／トラブル事例 スイソ ジコ ジレイ		事例紹介、事例の解析と対策、セーフティーデータベース　他 ホカ				2.0		4.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第８章：事故・トラブル事例」を参考にして作成 ショウ ジコ ジレイ				10%		－				岡本氏 オカモト シ						7月 ゲツ		－

						トラブル時対応訓練 ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） ジ タイオウ クンレン ザガク ヘン キジョウ ガタ クンレン トウギ ツウ サクセイ カクニン ジッシ		トラブル時対応要素が多いFCV充填中の軽微な水素漏えい事故を想定し、水素ステーション従業員による初期動作、情報伝達、漏えい箇所の特定及び現場での応急措置など実践的な訓練を実施する。 ジ タイオウ ヨウソ オオ ジュウテン チュウ ケイビ スイソ ロウ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ショキ ドウサ ジョウホウ デンタツ ロウ カショ トクテイ オヨ ゲンバ オウキュウ ソチ ジッセンテキ クンレン ジッシ		2.0		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第６章：緊急時対応の指標」を参考にして作成
※「トラブル時対応訓練」の現場実習では、水素の微少漏えい時等比較的軽微な事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ シヒョウ ジ タイオウ クンレン ゲンバ ジッシュウ スイソ ビショウ ロウ ジ トウ ヒカクテキ ケイビ ジコ モト モギ クンレン ジッシ				80%		0%		既制作済みのEXCEL版をPPｔ化済み スデ セイサク ズ バン カ スミ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						防災訓練 ボウサイ クンレン		組織・基準類、災害の備え、災害の対策、緊急時対応の知識、消防計画の理解、FCVの安全性、海外の訓練事例紹介、防災訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） サイガイ ソナ サイガイ タイサク キンキュウジ タイオウ チシキ ショウボウ ケイカク リカイ アンゼンセイ カイガイ クンレン ジレイ ショウカイ ボウサイ		水素の大量漏えいや火災発生等重大事故を想定し、水素ステーション従業員による人の安全確保、初期対応、関係機関等への通報・出動要請、消防等公設機関への協力など実践的な訓練を実施する。 スイソ タイリョウ ロウ カサイ ハッセイ トウ ジュウダイ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ヒト アンゼン カクホ ショキ タイオウ カンケイ キカン トウ ツウホウ シュツドウ ヨウセイ ショウボウ トウ コウセツ キカン キョウリョク		3.0		7.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第７章：緊急時対応訓練」を参考にして作成
※「防災訓練」の現場実習では、水素の大量漏えいや火災発生等重大事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ クンレン ボウサイ クンレン タイリョウ カサイ ハッセイ ジュウダイ				40%		0%		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第７章：緊急時対応訓練」を参考にして作成予定
現状未着手 ヨテイ ゲンジョウ ミチャクシュ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						※受講推奨者						21.0		54.0						30%				試案作成済み（考え方・方向性のみ） シアン サクセイ ズ カンガ カタ ホウコウセイ		土居 ドイ						7月

						＜初級者コース＞（１）新人として初めて水素ステーションで働く人　（２）水素ステーションでの実務経験の浅い人　（３）上位者の指示指導をもとに基本業務を行う人
<保安監督者育成コース>（１）保安監督者を目指す人　（２）おおよそ実務経験6ヶ月未満で業務の知識・技能を高めたい人　
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										2017/2/24
（一社）水素供給利用技術協会 イッシャ スイソ キョウキュウ リヨウ ギジュツ キョウカイ																										4/19/17				※村田氏のスケジュール確認 ムラタ シ カクニン

				水素ステーション運営訓練カリキュラム（検討中）Rev.3 スイソ ウンエイ クンレン ケントウチュウ

				科目 カモク				内容 ナイヨウ				訓練時間（h） クンレン ジカン				備考 ビコウ				現在進捗（4/14） ゲンザイ シンチョク				作業部会開催までの作業 サギョウ ブカイ カイサイ サギョウ				作業部会 サギョウ ブカイ		検討会 ケントウ		完成時期 カンセイ ジキ				備考 ビコウ

								座学 ザガク		現場実習 ゲンバ ジッシュウ		初級者
コース ショキュウシャ		保安監督者
育成コース ホアン カントク シャ イクセイ						座学教材 ザガク キョウザイ		実習教材 ジッシュウ キョウザイ		内容に応じて岩谷：永井氏、作業部会：村田氏に相談 ナイヨウ オウ イワタニ ナガイ シ サギョウ ブカイ ムラタ シ ソウダン		分担 ブンタン		5/22の週 シュウ		6/中旬 チュウジュン		座学教材 ザガク キョウザイ		実習教材 ジッシュウ キョウザイ

				基礎知識 キソ チシキ		一般高圧ガス イッパン コウアツ		高圧ガスの基礎知識、高圧ガスの分類、高圧ガスの定義、高圧ガスについての規則 コウアツ キソ チシキ コウアツ ブンルイ コウアツ テイギ コウアツ キソク				0.5		0.0						0%		－		□座学用教材のPPｔ作成
KHK高圧ガス保安教育基礎講習テキストより主要項目を抜粋のうえPPｔ作成 ザガク ヨウ キョウザイ サクセイ コウアツ ホアン キョウイク キソ コウシュウ シュヨウ コウモク バッスイ サクセイ		土居 ドイ		①開催予定日
5/22の週

②目的・内容
座学・実習用教材の内容・方向性の相談

③その他
作成中のPPｔ完成、現状未着手のものは最低でも項目と内容のポイントまでを作成 カイサイ ヨテイ ヒ シュウ モクテキ ナイヨウ タ サクセイ チュウ カンセイ ゲンジョウ ミチャクシュ サイテイ コウモク ナイヨウ サクセイ		①開催予定
6/5の週

②目的・内容
座学・実習用教材の内容・方向性の承認

③その他
作成中のPPｔ完成、現状未着手のものは最低でも項目と内容のポイントまでを作成 カイサイ ヨテイ シュウ モクテキ ナイヨウ ザガク ジッシュウヨウ キョウザイ ナイヨウ ホウコウセイ ショウニン		6月 ゲツ		－

						水素 スイソ		水素とは、水素エネルギー技術の全体像、水素製造技術、水素輸送・貯蔵技術、水素利用技術 ギジュツ ゼンタイゾウ ギジュツ ギジュツ ギジュツ				0.5		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第２章：水素について」を参考にして作成 ダイ ショウ スイソ サンコウ サクセイ				90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

						水素ステーション概要 スイソ ガイヨウ		構成と特徴、安全対策、課題 コウセイ トクチョウ アンゼン タイサク カダイ				0.5		0.5						90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

								普及状況と今後の整備計画、水素ステーション設備使用材料 スイソ セツビ シヨウ ザイリョウ				0.0		0.5						90%		－		－		―						6月 ゲツ		－

						水素インフラ関連法規 スイソ カンレン ホウキ		高圧ガス保安法（法体系、目的、高圧ガスの定義、用語の定義、事業所の分類、製造、貯蔵、消費、移動、販売、例示基準　等）、その他（消防法、条例　等） コウアツ ホアンホウ トウ タ ショウボウホウ ジョウレイ トウ				0.5		3.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第３章：水素インフラ関連法規等」を参考にして作成 スイソ カンレン ホウキ トウ				50%		－		□座学用教材PPｔ残り分を作成
６.製造、7.貯蔵、8.販売、9.例示基準
※消費、移動、消防法、条例の内容検討
KHK基礎講習テキストの該当箇所を要約 ザガク ヨウ キョウザイ ノコ ブン サクセイ セイゾウ チョゾウ ハンバイ レイジ キジュン ショウヒ イドウ ショウボウ ホウ ジョウレイ ナイヨウ ケントウ		土居 ドイ						7月 ゲツ		－

						ＦＣＶの知識 チシキ		燃料電池とは、燃料電池の仕組み、燃料電池の用途、FCVとは、FCVの安全対策、水素充填方式 スイソ ジュウテン ホウシキ		座学の内容をFCVを使って実地で学ぶ。（試乗を含む） ザガク ナイヨウ ツカ ジッチ マナ シジョウ フク		1.0		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第４章：燃料電池自動車（FCV）」を参考にして作成 ダイ ショウ ネンリョウ デンチ ジドウシャ				90%		？		－								6月 ゲツ		7月 ゲツ

						水素ステーション関連設備 スイソ カンレン セツビ		水素トレーラー、水素カードル、液化水素関連設備、水素製造装置、圧縮機、畜圧器、プレクーラー、ディスペンサー		圧縮機、畜圧器、ディスペンサー、保安設備等水素ステーション構成機器の機能と役割を理解する。 キノウ ヤクワリ リカイ		1.0		1.5						0%		0%		□座学用教材PPｔ作成
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ サクセイ ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

								ノズル、水素充填ホース、弁類、圧力計、温度計、流量計、制御、電気、通信機器　 スイソ ジュウテン セイギョ デンキ ツウシン キキ				1.0		1.5						0%		0%		□座学用教材PPｔ作成
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ サクセイ ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

				運営管理 ウンエイ カンリ		水素ステーション運転管理実習 スイソ ウンテン カンリ ジッシュウ		組織・基準類、保安管理項目と点検要領、FCVの誘導要領、充填操作、POS処理・監視盤監視要領、日常点検、月例点検		車両の誘導、車両容器情報の確認、充填ノズルの着脱、充填開始操作、ＰＯＳ処理・監視盤監視、充填ライン脱圧、日常／月例点検作業、カードル受入・切離作業、蓄圧操作　他		3.0		10.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				40%		0%		□座学用教材PPｔ版作成
「第5章：水素ST保安管理マニュアル」Word版をPPt版へ編集※画像・イラスト提供の協力依頼
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ バン サクセイ ダイ ショウ スイソ ホアン カンリ バン バン ヘンシュウ ガゾウ テイキョウ キョウリョク イライ ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション設備管理実習 スイソ セツビ カンリ ジッシュウ		基準類、設備の検査、設備の診断 キジュン ルイ セツビ ケンサ セツビ シンダン		設備交換・メンテ対応、（検査前を想定した）設備停止操作、（検査終了後を想定した）運転開始操作、検査時の対応、自主管理ガイドライン検査対応　他 セツビ コウカン タイオウ ジシュ カンリ ケンサ タイオウ ホカ		1.5		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				40%		0%		□座学用教材PPｔ版作成
「第5章：水素ST保安管理マニュアル」Word版をPPt版へ編集※画像・イラスト提供の協力依頼
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ バン サクセイ ダイ ショウ スイソ ホアン カンリ バン バン ヘンシュウ ガゾウ テイキョウ キョウリョク イライ ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						基本作業実習 キホン サギョウ ジッシュウ				トルクレンチの使い方、圧力計着脱、継手の着脱、携帯ガス検知器の使い方、定置式ガス検知器の動作試験、ガスケットの取替え　他		1.0		0.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成				40%		0%		□座学用教材PPｔ版作成
「第5章：水素ST保安管理マニュアル」Word版をPPt版へ編集※画像・イラスト提供の協力依頼
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ バン サクセイ ダイ ショウ スイソ ホアン カンリ バン バン ヘンシュウ ガゾウ テイキョウ キョウリョク イライ ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						水素ステーション自主管理ガイドライン スイソ ジシュ カンリ		充填ガイドライン、品質ガイドライン、計量ガイドライン、JPEC技術基準 ジュウテン ヒンシツ		充填性能試験車両を使用し充填性能確認検査の実習を行う。 ジュウテン セイノウ シケン シャリョウ シヨウ ジュウテン セイノウ カクニン ケンサ ジッシュウ オコナ		1.5		5.0						25%		0%		品質GL：金子さん、計量GL：中西さんがGW明けまでに原案作成
JPEC技術基準：JEPEC佐藤氏、吉田氏相談 ヒンシツ カネコ ケイリョウ ナカニシ ア ゲンアン サクセイ ギジュツ キジュン サトウシ ヨシダ シ ソウダン		金子氏、中西氏
JPEC相談：平瀬、土居 カネコ シ ナカニシ シ ソウダン ヒラセ ドイ						8月 ゲツ		9月 ゲツ

				保安管理 ホアン カンリ		安全設計・管理 アンゼン セッケイ カンリ		安全設計、安全・信頼性管理、安全管理組織、保安規程、教育 アンゼン セッケイ アンゼン シンライセイ カンリ アンゼン カンリ ソシキ ホアン キテイ キョウイク				0.0		2.0						0%		－		作業部会（成田ST村田氏）にヒアリング
受領した資料を参考にPPT化 サギョウ ブカイ ナリタ ムラタ シ ジュリョウ シリョウ サンコウ カ		平瀬部長
土居 ヒラセ ブチョウ ドイ						8月 ゲツ		－

						保安・防災設備 ホアン アンボ ボウサイ セツビ		ガス漏洩検知センサ、火炎検知センサ、消火・散水機能、緊急停止スイッチ、車両衝突防止・緊急離脱カプラ、安全装置（安全弁 等） ロウエイ ケンチ カエン ケンチ ショウカ サンスイ キノウ キンキュウ テイシ シャリョウ ショウトツ ボウシ キンキュウ リダツ		保安・防災設備の実操作を体験するために、緊急停止スイッチを実際に押す、散水機能等の保安・防災設備を稼働させてみること等により非定常時の操作訓練を行う。 ホアン ボウサイ セツビ ジツ ソウサ タイケン ジッサイ オ サンスイ キノウ トウ ホアン ボウサイ セツビ カドウ トウ ヒテイジョウ ジ ソウサ クンレン オコナ		2.0		3.0						0%		0%		□座学用教材PPｔ作成
各項目１枚程度
□現場実習用実施要領作成 ザガク ヨウ キョウザイ サクセイ カクコウモク マイ テイド ゲンバ ジッシュウ ヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

								地震計、インターロック、アース、緊急遮断装置・逆流防止装置、電気設備の防爆構造、保安電力、流動拡散防止装置および障壁　 ジシンケイ				0.0		2.0						0%		－		□座学用PPｔ版作成
各項目１枚程度 ザガク ヨウ バン サクセイ カクコウモク マイ テイド		平瀬部長 ヒラセ ブチョウ						7月 ゲツ		－

						水素ステーション事故／トラブル事例 スイソ ジコ ジレイ		事例紹介、事例の解析と対策、セーフティーデータベース　他 ホカ				2.0		4.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第８章：事故・トラブル事例」を参考にして作成 ショウ ジコ ジレイ				0%		－		□座学用教材PPt作成
・具体的事例及び解析と対策
・セーフティデータベース紹介 ザガク ヨウ キョウザイ サクセイ グタイテキ ジレイ オヨ カイセキ タイサク ショウカイ		岡本氏 オカモト シ						7月 ゲツ		－

						トラブル時対応訓練 ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） ジ タイオウ クンレン ザガク ヘン キジョウ ガタ クンレン トウギ ツウ サクセイ カクニン ジッシ		トラブル時対応要素が多いFCV充填中の軽微な水素漏えい事故を想定し、水素ステーション従業員による初期動作、情報伝達、漏えい箇所の特定及び現場での応急措置など実践的な訓練を実施する。 ジ タイオウ ヨウソ オオ ジュウテン チュウ ケイビ スイソ ロウ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ショキ ドウサ ジョウホウ デンタツ ロウ カショ トクテイ オヨ ゲンバ オウキュウ ソチ ジッセンテキ クンレン ジッシ		2.0		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第６章：緊急時対応の指標」を参考にして作成
※「トラブル時対応訓練」の現場実習では、水素の微少漏えい時等比較的軽微な事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ シヒョウ ジ タイオウ クンレン ゲンバ ジッシュウ スイソ ビショウ ロウ ジ トウ ヒカクテキ ケイビ ジコ モト モギ クンレン ジッシ				40%		0%		□座学用PPｔ編集
・「第6章：緊急対応の指標」のブラッシュアップ
□グループ討議用・確認ワークの教材検討
□現場実習用シナリオ・実施要領作成
（水素漏洩事故発生、初期動作、情報伝達、漏洩箇所特定、応急処置） ザガク ヨウ ヘンシュウ ダイ ショウ キンキュウ タイオウ シヒョウ トウギ ヨウ カクニン キョウザイ ケントウ ゲンバ ジッシュウヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ スイソ ロウエイ ジコ ハッセイ ショキ ドウサ ジョウホウ デンタツ ロウエイ カショ トクテイ オウキュウ ショチ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						防災訓練 ボウサイ クンレン		組織・基準類、災害の備え、災害の対策、緊急時対応の知識、消防計画の理解、FCVの安全性、海外の訓練事例紹介、防災訓練（座学編）、机上型シミュレーション訓練（グループ討議を通じたシナリオ作成／確認ワークの実施） サイガイ ソナ サイガイ タイサク キンキュウジ タイオウ チシキ ショウボウ ケイカク リカイ アンゼンセイ カイガイ クンレン ジレイ ショウカイ ボウサイ		水素の大量漏えいや火災発生等重大事故を想定し、水素ステーション従業員による人の安全確保、初期対応、関係機関等への通報・出動要請、消防等公設機関への協力など実践的な訓練を実施する。 スイソ タイリョウ ロウ カサイ ハッセイ トウ ジュウダイ ジコ ソウテイ スイソ ジュウギョウイン ヒト アンゼン カクホ ショキ タイオウ カンケイ キカン トウ ツウホウ シュツドウ ヨウセイ ショウボウ トウ コウセツ キカン キョウリョク		3.0		7.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第７章：緊急時対応訓練」を参考にして作成
※「防災訓練」の現場実習では、水素の大量漏えいや火災発生等重大事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ クンレン ボウサイ クンレン タイリョウ カサイ ハッセイ ジュウダイ				40%		0%		□座学用PPｔ編集
・「第7章：緊急時対応訓練」を要約
□グループ討議・確認ワークも教材作成
□現場実習用シナリオ・実施要領作成
（水素大量漏洩、火災事故発生、安全確保、初期対応、関係機関通報・出動要請、消防機関協力他） ザガク ヨウ ヘンシュウ ダイ ショウ キンキュウ ジ タイオウ クンレン ヨウヤク トウギ カクニン キョウザイ サクセイ ゲンバ ジッシュウヨウ ジッシ ヨウリョウ サクセイ スイソ タイリョウ ロウエイ カサイ ジコ ハッセイ アンゼン カクホ ショキ タイオウ カンケイ キカン ツウホウ シュツドウ ヨウセイ ショウボウ キカン キョウリョク ホカ		土居 ドイ						7月 ゲツ		9月 ゲツ

						※受講推奨者						21.0		54.0						0%				□評価方法の検討
①研修項目チェックシート
②理解度テスト
①、②のいずれかで方針決定後、試案作成
 ヒョウカ ホウホウ ケントウ ケンシュウ コウモク リカイド ホウシン ケッテイ ゴ シアン サクセイ		土居 ドイ						7月

						＜初級者コース＞（１）新人として初めて水素ステーションで働く人　（２）水素ステーションでの実務経験の浅い人　（３）上位者の指示指導をもとに基本業務を行う人
<保安監督者育成コース>（１）保安監督者を目指す人　（２）おおよそ実務経験6ヶ月未満で業務の知識・技能を高めたい人　







検討会資料貼り付け

				科目 カモク				内容 ナイヨウ				訓練時間（h） クンレン ジカン				備考 ビコウ

								座学 ザガク		現場実習 ゲンバ ジッシュウ		初級者 ショキュウシャ		監督者 カントク シャ

				基礎知識 キソ チシキ		一般高圧ガス イッパン コウアツ		高圧ガスの基礎知識・分類・定義・規則 コウアツ キソ チシキ ブンルイ テイギ キソク				0.5		0.0

						水素 スイソ		水素の特性、水素製造・輸送・貯蔵利用技術 トクセイ ギジュツ				1.0		1.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第２章：水素について」を参考にして作成 ダイ ショウ スイソ サンコウ サクセイ

						水素ステーション概要 スイソ ガイヨウ		設備構成と特徴、安全対策 セツビ コウセイ トクチョウ アンゼン タイサク				0.5		1.0

						水素ステーション関連設備 スイソ カンレン セツビ		圧縮機、畜圧器、ディスペンサー、保安設備等水素ステーション構成機器概要 ガイヨウ		各設備の運転実習 カクセツビ ウンテン ジッシュウ		2.0		3.0

						水素ステーション自主管理ガイドライン スイソ ジシュ カンリ		充填、品質、計量ガイドライン、JPEC技術基準 ジュウテン ヒンシツ		充填性能確認検査の実習 ジュウテン セイノウ カクニン ケンサ ジッシュウ		1.0		3.0

						水素インフラ関連法規 スイソ カンレン ホウキ		高圧ガス保安法関連規制の概要 コウアツ ホアンホウ カンレン キセイ ガイヨウ				0.5		2.0

						ＦＣＶの知識 チシキ		FCVの仕組・安全対策、水素充填の基礎知識 シクミ スイソ ジュウテン キソ チシキ		FCVの実車確認と充填実習 ジッシャ カクニン ジュウテン ジッシュウ		1.0		2.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第４章：燃料電池自動車（FCV）」を参考にして作成 ダイ ショウ ネンリョウ デンチ ジドウシャ

				運営・保安管理 ウンエイ ホアン カンリ		安全設計・管理 アンゼン セッケイ カンリ		安全設計・安全・信頼性管理、、保安規程・教育 アンゼン セッケイ アンゼン シンライセイ カンリ ホアン キテイ キョウイク				0.5		1.0

						保安・防災設備 ホアン アンボ ボウサイ セツビ		保安・防災の考え方と各保安防災設備の概要 ホアン ボウサイ カンガ カタ カク ホアン ボウサイ セツビ ガイヨウ		保安・防災設備の実操作により非定常時の操作実習 ホアン ボウサイ セツビ ジツ ソウサ ヒテイジョウ ジ ソウサ ジッシュウ		1.0		2.0

						水素ステーション運転管理 スイソ ウンテン カンリ		組織・基準類、保安管理項目と点検要領等運転管理要領 トウ ウンテン カンリ ヨウリョウ		水素ステーション運転管理実習 スイソ ウンテン カンリ ジッシュウ		3.0		6.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成

						水素ステーション設備管理 スイソ セツビ カンリ		基準類、設備の検査、設備の診断等設備管理要領 キジュン ルイ セツビ ケンサ セツビ シンダン トウ セツビ カンリ ヨウリョウ		水素ステーション設備管理実習 スイソ セツビ カンリ ジッシュウ		1.5		3.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成

						基本作業実習 キホン サギョウ ジッシュウ				トルクレンチの使い方、圧力計着脱、携帯ガス検知器の使い方等基本作業実習 トウ キホン サギョウ ジッシュウ		1.0		0.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第５章：水素ステーション保安管理マニュアル」を参考にして作成

						水素ステーション事故／トラブル事例 スイソ ジコ ジレイ		事例紹介、事例の解析と対策				1.5		3.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第８章：事故・トラブル事例」を参考にして作成 ショウ ジコ ジレイ

				非常時
対応訓練 ヒジョウ ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応訓練 ジ タイオウ クンレン		トラブル時対応机上型シミュレーション訓練 ジ タイオウ キジョウ ガタ クンレン		軽微な水素漏えい事故を想定し実践的訓練 ケイビ スイソ ロウ ジコ ソウテイ ジッセンテキ クンレン		2.0		5.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第６章：緊急時対応の指標」を参考にして作成
※「トラブル時対応訓練」の現場実習では、水素の微少漏えい時等比較的軽微な事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ シヒョウ ジ タイオウ クンレン ゲンバ ジッシュウ スイソ ビショウ ロウ ジ トウ ヒカクテキ ケイビ ジコ モト モギ クンレン ジッシ

						防災訓練 ボウサイ クンレン		緊急時対応机上型シミュレーション訓練 キンキュウジ タイオウ		水素の大量漏えいや火災発生等重大事故を想定した実践的な訓練 スイソ タイリョウ ロウ カサイ ハッセイ トウ ジュウダイ ジコ ソウテイ		3.0		7.0		水素ステーション教育設備・訓練内容指針案（HySUT）「第７章：緊急時対応訓練」を参考にして作成
※「防災訓練」の現場実習では、水素の大量漏えいや火災発生等重大事故シナリオを基に模擬訓練を実施する。 ダイ ショウ キンキュウジ タイオウ クンレン ボウサイ クンレン タイリョウ カサイ ハッセイ ジュウダイ

				修了確認試験、まとめ シュウリョウ カクニン シケン								1.0		1.0

										合計時間 ゴウケイ ジカン		21.0		40.0

				※受講推奨者

				＜初級者コース＞（１）新人として初めて水素ステーションで働く人　（２）水素ステーションでの実務経験の浅い人　（３）上位者の指示指導をもとに基本業務を行う人
<保安監督者育成コース>（１）保安監督者を目指す人　（２）おおよそ実務経験6ヶ月未満で業務の知識・技能を高めたい人　









水素を漏らさない 漏れたら早期に検知し、拡大を防ぐ

水素が漏れても溜めない 漏れた水素に着火させない

水素スタンドでは水素の影響を受けない金
属材料を使用することが義務付けられてい
る。配管や容器は非常に強固に作られ、厳
しい耐圧テストをクリアしている。

水素スタンドには漏えい検知器が設置され、
少量の漏えいを検知して各設備ごとに水素
の供給を遮断し、漏えいの拡大を防止する。

水素は気体の中でも最も軽く滞留しにくく、
漏れてもすぐに上方へ拡散し、着火しない
レベルまで希釈される。キャノピーは水素
が滞留しない構造になっており、圧縮機の
ケーシングには換気設備が設置されている。

水素スタンドでは電気設備を防爆構造とし
て着火源を排しており、万が一、漏えいし
ても着火の可能性は低い。

【参考】水素スタンドの安全対策 ①基本的な考え方【第2回検討会資料に一部追加記載】
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万一、火災等が起こっても周囲に影響を及ぼさない

高圧ガス設備の外面から敷地境界に対して
一定距離を有するか、障壁等の代替措置が
とられている。
日常的に消防との情報共有、連携活動（ス
タンドの設備の理解、災害対応訓練を実施
している

ディスペンサーや蓄圧器には火災を検知し、
警報し、かつ、設備の運転を自動的に停止
するために火炎検知器が設置されている。
万が一漏えいガスに着火しても速やかにガ
スが遮断され消火する。



水素製造装置
●耐震設計

●●ガス検知器
●●自動停止機構
●換気設備
●鋼鉄製ケーシング
●緊急停止スイッチ

水素圧縮機
●耐震設計

●●ガス検知器
●●自動停止機構
●換気設備
●障壁
●緊急停止スイッチ

蓄圧器
●耐震設計、フレーム構造

●●ガス検知器、自動停止機構
●緊急遮断弁
●安全弁、圧力リリーフ弁
●火炎検知器、散水設備

ディスペンサー
●緊急離脱カプラー

●●ガス検知器、地震計、自動停止機構
●水素が滞留しない屋根構造
●火炎検知器
●緊急停止スイッチ

水素受入貯蔵設備
●耐震設計

●●ガス検知器、自動停止機構

保安管理体制
●●有資格者による保安管理
●●定期点検・検査

● 水素を漏らさない
● 漏れたら早期に検知し、拡大を防ぐ
● 水素が漏れても溜めない
● 漏れた水素に火がつかないように
● 万一、火災等が起こっても周囲に影響を及ぼさない

水素スタンドには様々な安全対策が施されている。水素の漏えい防止と早期検知、万が一
漏れた場合の滞留防止や引火防止、さらに火災時の影響軽減が安全対策の基本的方針。

【参考】水素スタンドの安全対策 ②設備と安全対策【第2回検討会資料再掲】

敷地境界
●障壁・防火壁
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No.39 水素特性判断基準に係る例示基準の改正等の検討

今年度より実施するＮＥＤＯ事業において、高圧水素環境下での材料試験を行い、水
素適合性検討を行う。新たに水素スタンドで安全に使用できると判断される材料について、
次の例示基準に反映いただきたい。

・ 一般則例示基準 9.2節（ガス設備等に使用する材料）
・ 特定則例示基準 別添1（特定設備の技術基準の解釈）

本日ご検討頂きたい内容

• 平成29年度の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第５
回）において、本テーマについてご検討・ご審議頂きました。

• 本日のご説明資料では、『使用鋼材の拡大』への対応について、安全の検
証方法、今後の検討の進め方についてご説明させて頂きます。

• ご説明させて頂く内容について、各委員のお立場からご意見を頂戴できれば
と存じます。

１．要望内容
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水素スタンドでは、高圧水素環境下で十分安全に使用できることを確認した、Ni当量とい
う指標値を満足する材料（一般則例示基準9.2節に例示された材料等）を用いる必要
がある。これまでのNEDO事業により、この規定された指標値より小さいNi当量の材料でも
安全に使用できる可能性が分かってきた。
水素スタンドで使用可能な実力を有する材料について、今後NEDOの「超高圧水素インフ
ラ本格普及技術研究開発事業」にて、安全に使用できる材料を判断するための水素特
性判断指標を纏める。この指標に従って、新たに水素スタンドで安全に使用できると判断さ
れた材料の例示基準化を要望するもの。

図１．現行のNi当量規制

Ni（ニッケル）当量：材料の耐水素性の指標値
各成分の寄与度を元に次式で算出
Ni当量 = Ni + 12.6 C + 0.35 Si + 1.05 Mn+ 0.65 Cr + 0.98 Mo

１．要望内容（補足）

・水素スタンドで
使用可能
・例示基準に例示

・水素スタンドでは
使用不可

JIS規格材-汎用材
（水素影響あり）

（水素影響
小）

（水素影響小）

Ni当量材

・水素スタンドで安全に
使用できる可能性
・例示基準の範囲外

図２．現行の使用材料範囲
23



２．安全性確認の進め方

材料の水素適合性を確認

有識者による審議体を組織し検証

※安全性を確保できる範囲内の材料に使用が
限定されるのは従来通りで変わらない

NEDO事業

H30 H31 Ｈ32 H33 H34
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

SUS316系の水素適合性検討
SUS316系の基準化検討

その他材料の水素適合性検討

その他材料の基準化検討
24



NO.40 設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃

本日ご検討頂きたい内容

• 平成29年度の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第４回）に
おいて、本テーマについてご検討・ご審議頂きました。

• 本日のご説明資料では、『圧力制限撤廃』への対応について、高圧機器の設計

手法、必要な安全対策などをご説明させて 頂きます。

• ご説明させて頂く内容について、各委員のお立場からご意見を頂戴できればと存
じます。
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要望内容
水素スタンドに係る設備の設計係数について、設計係数3.5による設計・製造を可能とする
高圧ガス保安規制や技術基準を整備していただきたい。
① 第二種特定設備に係る特定則例示基準別添7においては、適用範囲が20MPa以下

と規定されているため、水素スタンドの機器に適用できるよう圧力制限を撤廃していただ
きたい。（設計係数4と3では、設計圧力20MPaを超える圧力容器の実績あり）

② 水素スタンド設備を規制する一般則における例示基準8を改正し、第一種特定設備の
みならず、第二種特定設備（設計係数3.5に対応）の許容応力の引用も認めていた
だきたい。

実施計画上の記載
設計係数3.5で設計された水素スタンド設備に係る圧力制限を撤廃した場合における安全
性への影響について、事業者と協力して検討し、結論を得次第、圧力制限を撤廃する。

事項名
設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃。
（設計係数：圧力設備の設計時における材料の強さに対する余裕度。設計係数3.5の
場合、設計強度の3.5倍の余裕度となる。）

１．要望内容
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• 圧縮水素スタンドの設備（配管、圧縮機、弁等）には一般高圧ガス保安規則(一般
則)の技術基準が適用される。

• 特定設備とは、圧力と容積の積がある数値以上の固定容器等（蓄圧器等）であり、
特定設備検査規則(特定則)に技術基準が定められている。

• スタンドの特定設備以外の設備（配管、圧縮機、弁等）における設計基準については、
特定則別添１（設計係数4）を参照するように一般則例示基準に定められている。
（一般則例示基準8）

• 特定則別添7は設計係数3.5の特定設備の設計基準であるが、一般則での引用は定
められていないため、設計係数3.5での設計が出来ない。

• 別添1については圧力の上限は定められておらず、水素スタンドの設備でも引用することが
可能であるが、別添7については前述の一般則での引用が規定されていないことに加え、
圧力の上限が20MPaと定められており、上限が82MPaである水素スタンドでは使えない。

• 今回の要望では、別添7を一般則で引用することと、圧力の上限(20MPa)を撤廃するこ
とをお願いするものである。

• 別添7の引用が可となり、より小さな設計係数を使う事が出来れば、機器の小型化・軽
量化が図れる。

１．要望内容（補足説明）

27



２－１．高圧容器規制の体系（現状）

4 3.5設計係数 3.5＞

第一種特定設備
(既設)

省令
(特定則)

第二種特定設備
(既設)

なし

別添1現行技術基準 別添7 対応基準なし

JIS B 8265対応する
民間規格等

高圧容器規制の体系

Design by Rule (公式による設計)
一般審査

Design by Analysis (解析による設計)
有識者による審査

(特定案件事前評価【大臣特認】）
設計
審査

JIS B 8267

改定作業中2017年度に改定済

JIS B 8266
(2003)

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.2

HPIS C 106
(2013)

KHKS 0220
(2016)

ASME Sec. Ⅷ
Div.3 (2017)

改定作業中

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.1

ASME Sec. Ⅷ
Div.1 (2017)

①一般則での引用無し
②圧力制限(20MPa)あり
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２－２．高圧容器規制の体系（№40の要望）

4 3.5設計係数

第一種特定設備
(既設)

省令
(特定則)

第二種特定設備
(既設)

別添1現行技術基準 別添7

JIS B 8265対応する
民間規格等

高圧容器規制の体系

Design by Rule (公式による設計)
一般審査

設計
審査

JIS B 8267

①一般則での引用
②圧力制限(20MPa)撤廃

改定作業中2017年度に改定済

No.40の要望

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.1

ASME Sec. Ⅷ
Div.1 (2017)

3.5＞

なし

対応基準なし

JIS B 8266
(2003)

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.2

HPIS C 106
(2013)

KHKS 0220
(2016)

ASME Sec. Ⅷ
Div.3 (2017)

改定作業中

29

Design by Analysis (解析による設計)
有識者による審査

(特定案件事前評価【大臣特認】）



３．高圧機器の設計手法について

高圧機器設計の前提条件は、破裂をさせないことである。材料選定において、設計係数を小さく
することにより、許容引張応力を大きく出来ることから、肉厚が薄くなり鋼材を製造する際の熱処
理過程で材料組織の均質性向上が図れ、粘り強さも高くできる。更に衝撃試験等の追加試験
により、破裂等のリスクを回避できる。
材料の強さを100とした場合の許容引張応力

設計係数 許容引張応力

4.0 25
3.5 28
3.0 33
2.4 41

設
計
係
数
が
小
さ
い

許
容
引
張
応
力
が
大
き

い

設計係数を小さくする
肉厚を薄くできる

熱処理時の材料の均質性向上
粘り強さが高くなる

※許容引張応力
設計上許容される応力の限界であり、許容引張応力の値
を材料の強さとして肉厚計算に用いられる。
許容引張応力＝材料の強さ／設計係数

設計係数 ４ ⇒ 3.5 ⇒ 3 ⇒ 2.4
肉厚 厚い 薄い
粘り強さ 不利 有利
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４．必要な安全対策

① 設計係数４は特定則例示基準別添１に規定され、設計係数3.5は特定則例示基準
別添7に規定されている。別添７は別添１に対し、衝撃試験等が追加となっており、設計
係数が3.5となっても十分な安全性が確保された規格という位置づけ。具体的には、別添
７では衝撃試験で粘り強さを測定することから、LBB（Leak before break：破裂前漏
洩）の成立に関して確認することが出来、安全性が確保される。

② 特定則例示基準別添７の圧力制限について、別添１と整合させ圧力制限を撤廃して
も、水素スタンドの機器は一般則例示基準に従って設計するため、一般則例示基準により
圧力制限（82MPa）が掛るため安全性は担保される。

懸念事項とその対応
・圧力制限を撤廃しても大丈夫か？水素スタンドについては一般則に82MPaの制限が
あるが、他のガス等を考えれば、何らかの上限（例えば水素に併せて82MPa等）は必
要ではないか？
 →別添7の圧力制限を撤廃して頂くことについて水素に関しては、一般則例示基準9.2

で材料の種類と圧力について制限が掛るため、別添7の圧力制限を撤廃しても無制限
とはならない。

 （一般則例示基準9.2では、圧力制限82MPa、材料はSUS316-Ni当量材・
SUH660等に限定）
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本日ご検討頂きたい内容

• 平成29年度の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第４回）
において、本テーマについてご検討・ご審議頂きました。

• 本日のご説明資料では、『3.5よりも低い設計係数』の要望内容と、設計係数別
の安全性評価手法や必要な安全対策などについてご説明させて頂きます。

• ご説明させて頂く内容について、各委員のお立場からご意見を頂戴できればと存
じます。

No.41 3.5よりも低い設計係数
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１．実施計画上の記載

水素スタンドに係る特定設備の設計係数について、米国等諸外国の事例などを踏まえ
、大臣特別認可や事前評価制度等を受けなくても3.5よりも低い設計係数※（例えば
2.4）で設計、製造を行う場合に必要な高圧ガス保安規制や技術基準について、事
業者と協力して検討を開始する。

２－１．要望内容

① 3.5よりも低い設計係数の民間規格があり製造実績もできたので、大臣特認を
受けなくても設計・製造できるように、省令改正により特定設備検査規則（特
定則）に3.5よりも低い設計係数の区分を新しく位置付けて頂きたい。

② 民間規格の最新版への見直しを業界が主導して進めるので、民間規格を技術
基準として引用できるようにして頂きたい。

※ 設計係数：圧力設備の設計時における材料の強さに対する余裕度。設
計係数3.0の場合、設計強度の3.0倍の余裕度となる。
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２－２．要望内容（補足説明１）

34

申請方法 基準範囲と申請範囲の例 内容

一般申請
詳細基準（例示基準）に全て合致

各規則の機能性基準の一つの解釈であり、書
類審査で認証される。

詳細基準事前評価

詳細基準（例示基準）によらない範囲あり

申請者が作成した詳細基準が関係規則に定め
る機能性基準に適合するか否かを学識経験者
からなる委員会で判断し、適合すると判断される
と許認可申請等が可能となる。

大臣特別認可
（特定案件事前評

価）

機能性基準（特定則）によらない範囲あり

省令で定める規定に代わる特則を経済産業大
臣の特別認可(大臣特認)を得て適用する。特
認申請前に予め特定案件事前評価を受け、学
識経験者からなる委員会で評価される。
3.5よりも低い設計係数は区分がないため、特
定則の範囲外となる。

機能性基準（特定則）

詳細基準(例示基準)

申請範囲

機能性基準（特定則）

詳細基準(例示基準)

申請範囲

詳細基準事前評価

機能性基準（特定則）

申請範囲

大臣特別認可
（特殊な設計）



２－３．要望内容（補足説明２）

• 特定則に3.5よりも低い設計係数を前提とした区分がないため、特定則第五十一条の「
特殊な設計による特定設備についての特例」により、経済産業大臣の認可を必要として
いる。

• 設計係数4.0と3.5は公式による設計であり、決められた計算式に数値を当てはめ、必
要な肉厚を満足していることを確認する設計方法である。一方、3.5より低い設計係数
は解析による設計であり、肉厚計算式に加え応力評価や疲労評価など運転条件に対
する評価も行う設計方法である。

• 解析による設計（設計係数3.5未満）は、破裂前漏洩の評価、応力評価、疲労評価
、疲労き裂進展評価等、起こり得る全ての破壊モードを考慮した評価が行われる。

• 解析による設計（設計係数3.5未満）は、より高度な技術を必要とする評価であるため
、評価方法が適切であるかについては、有識者の審査（高圧ガス保安協会による詳細
基準事前評価等）を受けることが必要である。

• 公式による設計（設計係数4.0、3.5）は、計算値が基準を満足しているかについて判
断することから、設計やそのチェックが簡単にできるメリットがある。運転状態に対する安全
性については、肉厚を十分に厚くすることで確保している。
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３．設計係数別の基本的な設計評価

設計 公式による設計 解析による設計注）

設計係数 4.0 3.5 3.5より低い

評価項目 耐圧性能の評価
・材料の引張試験

耐圧性能の評価
・材料の引張試験

脆性破壊に対する評価
・材料の衝撃試験

耐圧性能の評価
・材料の引張試験

脆性破壊に対する評価
・材料の衝撃試験
・破壊前漏洩評価

運転状態に対する評価
・温度の影響評価
・応力評価
・疲労評価
・疲労き裂進展評価

安全性の
判断 肉厚の確保 肉厚の確保

シャルピー衝撃値の確保

肉厚の確保
シャルピー衝撃値の確保
脆性破壊の防止
安全使用可能な寿命の設定

注）解析による設計においては、設計時に考慮される上記評価に加え、材料、
製造、検査の各項目においても、厳しい要件が課せられている。 36



４－１．第7回公開討論会における業界要望の整理（現状）

4 3.5設計係数 3.5＞

第一種特定設備
(既設)

省令
(特定則)

第二種特定設備
(既設)

なし

別添1技術基準
（例示基準）

別添7 対応基準なし

JIS B 8265
(2017)

対応する
民間規格等

Design by Rule (公式による設計)
一般審査

設計
審査

JIS B 8267

改定作業中

特定則に区分あり

JIS B 8266
(2003)

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.2

HPIS C 106
(2013)

KHKS 0220
(2016)

ASME Sec. Ⅷ
Div.3 (2017)

改定作業中

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.1

ASME Sec. Ⅷ
Div.1 (2017)

20MPa制限 (No.40)

高圧容器規制の体系
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Design by Analysis (解析による設計)
有識者による審査

(特定案件事前評価【大臣特認】）



４－２．第7回公開討論会における業界要望の整理（要望）

4 3.5設計係数 ３．５＞

第一種特定設備
(既設)

省令
(特定則)

第二種特定設備
(既設)

解析による設計の
特定設備 (新規)

別添1技術基準
（例示基準）

別添7 対応基準なし

JIS B 8265
(2017)

対応する
民間規格等

高圧容器規制の体系

Design by Rule (公式による設計)
一般審査

Design by Analysis (解析による設計)
有識者による審査（詳細基準事前評価）

設計
審査

活用

JIS B 8267

改正

改定作業中

特定則に区分あり 特定則に区分を新設

参照 参照

要望

JIS B 8266
(2003)

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.2

HPIS C 106
(2013)

KHKS 0220
(2016)

要望

ASME Sec. Ⅷ
Div.3 (2017)

改定作業中

ASME Sec. Ⅷ
旧 Div.1

活用活用

ASME Sec. Ⅷ
Div.1 (2017)

改正
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５．3.5よりも低い設計係数の製品実績

・ 3.5よりも低い設計係数で設計した水素蓄圧器は、国内外で製造されており、安全に稼
働している。（国内では、2014年以降26本稼働中）

６．見直しの効果

・ 大臣特別認可がなくなり詳細基準事前評価のみになる事で、申請手続きが簡略化され、
工期短縮が可能となる。

・ 3.5よりも低い設計係数を用いることにより機器の小型・軽量化が図れる。

設計係数
低減効果

【設計係数 4.0】 【設計係数 2.4】

300L蓄圧器
重量=約4,700kg

300L蓄圧器
重量=約2,350kg
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７．現行技術基準に関して

特定則 別添１（設計係数：4） ⇒ 2003年に一部改正
・1998年以前のASME Sec. Ⅷ Div.1を引用。

特定則 別添7（設計係数：3.5） ⇒ 2003年に制定
・ASME Sec. Ⅷ Div.1（2001年版）を参考に安全率3.5を採用して制定。

【民間の設計規格】
① JISB8265 (2017年改定) 設計係数：4.0 ＜対応：特定則 別添１＞

・ 法規（高圧ガス保安法、電気事業法、ガス事業法及び労働安全衛生法）における
技術基準の整合化を目的に、共通事項を‘一般事項’として制定したもの。

② JISB8267 (改定作業中) 設計係数：3.5 ＜対応：特定則 別添７＞
・ ASMEで設計係数が4から3.5に変更されたことによるJISB8265の代替規格。

40

別添１、別添７は双方とも内容の更新がされていない。
民間規格は圧力制限撤廃や最新のASME規格を引用する等、実情にあわせ改定を進め
ている。
特定則の整備を進める中で、別添１、別添７についても現状に合わせた改正が必要と思
われる。



８．安全性の確保に対する検討と取組み（まとめ）

• 解析による設計（設計係数3.5未満）はすでに確立された設計方法であり、
対応する民間規格としてKHKS 0220、JIS B 8266、HPIS C 106等が整
備されており、技術的な問題は存在しない。

• 民間規格の最新化においては業界が主体となり、定期的な見直しや整備を積
極的に進めていきます。

• 解析による設計（設計係数3.5未満）では、安全性を担保するために、適切
に設計し評価していることを、有識者により審査（高圧ガス保安協会による詳
細基準事前評価等）されることが必要。

• 解析による設計（設計係数3.5未満）の機器に関しては製造実績が出てお
り、技術の拠り所となる民間規格も整備されているので、大臣特認を経ず技術
審査で認可を受けれるように、省令改正して欲しい。

• 解析による設計（設計係数3.5未満）を特定則で位置づけ大臣特認の省
略を図る際に考慮すべき留意点や発生する課題などについて、高圧ガス保安
協会の特定則調査委員会にて専門家を交えた検討が開始された。
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No.30 水素スタンドの遠隔監視による無人運転の許容

要望内容
水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転について、海外の事例も参考としつつ、安全
性と利便性の観点から必要なハード面及びソフト面の適切な措置について、事業者案を基
に安全性の検討を始める。

 平成30年6月21日の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第６回）において、
本テーマを含む『「人」に関する要望項目』についてご検討・ご審議頂きました。

 委員の方々から、無人運転の今後の方向性について、本検討会で内容を紹介だけでなく審議し
たい。 事業者が考える無人運転の目的や、無人運転の具体的なイメージや、無人化を進めてい
くステップを示してほしいとのご意見を頂きました。

 本日のご説明資料では、改めまして水素スタンドの無人運転の取り組みの背景や、将来の無人ス
タンドの形態、保安の考え方、実現に向けて検討すべき課題等につきまして整理いたしました。

 また本テーマに関連深い「従業者」の育成の課題に関しては、「No29a 保安監督者の兼任」テー
マで検討しております「従業者」の育成プログラムにて並行して進めていくこととし、本テーマの主たる
課題である「従業者が常駐することを前提として担保していた保安」に対するソフト面とハード面の
安全対策の検討のスケジュールを取りまとめました。

 ご説明させて頂く内容について、各委員のお立場からご意見を頂戴できればと存じます。

本日ご検討頂きたい内容
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2018年 2020年 2030年頃2025年頃

FCV 80万台
ST 900ヵ所程度

FCV 2500台
ST 100ヵ所

FCV 4万台
ST 160ヵ所

FCV 20万台
ST 320ヵ所

No29a 保安監督者の兼任

従業者

規制改革実施計画
(平成29年6月9日閣議決定)

保安監督者

・高圧ガス保安法
・消防法 ・労安法

有人スタンド

遠隔監視技術
IoT技術活用
スタンドの実績

無人スタンド

（2～3名の従業者が常駐）

海外の無人スタンド

No30 無人運転の許容

・ユーザー利便性向上
・保安レベル維持向上
・保安監督者兼任
・従業者への教育車載容器総括証票等

の確認をどうするか？

兼任でも水素スタンドの
保安が担保されるの
か？

No26 車載容器総括証
票等の確認の不要化

どのように現在の保安レ
ベルを維持するのか？

課
題

様々な運営形態の水素スタンド

営業時間延長/土日営業などのユーザーニーズに応えるために、様々な運営形態の水素スタンド
の実現を可能としたい。

１．水素スタンドの無人運転に向けた取り組みの背景

2015年
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水素スタンド事業者は、ユーザーにとって便利な水素スタンドの運営を目指すため、運営の形態
によって無人スタンドの必要性は異なる。無人スタンドの保安は、これまで通りの日常点検を巡回
従業者が実施し、さらに遠隔監視等により現在の有人スタンドと変わらないレベルを維持する。

２．将来の水素スタンドの形態と無人スタンドの保安の考え方

単独型

商業車専用型
（商用FCV用で、特定のドライバーによる充填を想定）

出荷設備併設型

併設型

移動式型

有人スタンド 無人スタンド

運
営
の
形
態
（
例
）

併設型

従業者

有人スタンドと変わらない保安レベルを維持

単独型
従業者

従業者

従業者
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項目 対応例

通常運転時
従業者が水素スタンドの日常点検（始業時、運転時、終業時）や
設備の監視を行う。設備のアラーム発生時は、従業者が、状況確認を
実施、対応を行う。

緊急事態時
故障、地震、事故および顧客の要請に基づく緊急事態が発生した場
合、従業者が顧客を安全に誘導するとともに、状況確認を実施。設備
は自動停止（必要に応じて手動停止等の対応）。

防犯 営業中は、従業者が監視。夜間・休日時は警備員が巡回して監視し
たり、警備会社が監視。

３－２．現在の水素スタンドの保安の考え方（有人スタンド）

従業者が設備の監視や日常点検を実施。運転は自動。充填ノズルの脱着等は従
業者が実施。異常時・緊急時は従業者が、状況確認を実施、対応を行う。

項目 対応例
通常運転時 同上
緊急事態時 同上
防犯 同上

３－２．現在の水素スタンドの保安の考え方（有人セルフ）

従業者が設備の監視や日常点検を実施。運転は自動。準委任契約を締結し、保安教育を受けたドラ
イバーが充填ノズルの脱着等を行う。異常時・緊急時は従業者が、状況確認を実施、対応を行う。
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項目 対応例

通常運転時
従業者が現場を巡回して現状と同等の日常点検を実施。監視セン
ターで設備を遠隔監視。設備のアラーム発生時は、従業者が現地に急
行し、状況確認を実施。現地対応。

緊急事態時

故障、地震、事故およびドライバー等の要請に基づく緊急事態が発生し
た場合、カメラ・インターホンで現場を把握。構内放送等により顧客を安
全に誘導するとともに、従業者が現地に急行し、状況確認を実施。設
備は自動停止（必要に応じて、遠隔停止※、手動停止等の対応）
※サイバーセキュリティー上の措置を講じた遠隔緊急停止も検討されている。

防犯 監視センターで24時間遠隔監視。音声による警告。警備員等が現地
に急行し、状況確認を実施。

４．将来の水素スタンドの保安の考え方（無人スタンド）

遠隔監視 保安
監督者

巡回
従業者

集中監視センター

従業者が集中監視センターなどで遠隔で水素スタンドの設備を監視。従業者は定期的に巡回して現
状と同等の日常点検等を実施。運転は自動。ドライバーが充填ノズルの脱着等を行う。異常時・緊急
時は構内放送等により避難誘導を行うとともに、従業者が駆けつけて状況確認を実施、対応を行う。

巡回点検・駆け付け
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５．無人スタンドを実現するためにステップ

無人スタンドに向けてステップを踏んで、確認を行いながら確実に進める
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第6回検討会資料に追記

６-１．無人スタンドを実現するために必要な「従業者」の課題 （保安監督者の兼任時）
保安監督者が不在のときも、従業者だけで問題無く運営できるよう緊急マニュア
ル等の整備と、教育・講習体制の整備徹底を行う

有人セルフから、無人スタン
ドのステップにおいても同等
の安全性が重要と認識。

48



６-２．無人スタンドを実現するために必要な「従業者」の課題（保安監督者の兼任時）

保安監督者と従業者の育成プログラムを充実させる
第6回検討会資料に追記

保安監督者へのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
保安技術のｽｷﾙｱｯﾌﾟ
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第6回検討会資料に追記

７-１．無人スタンドを実現するために必要な[従業者]の課題(無人運転の許容時)
従業者が不在でも安全に運営できるように、遠隔監視の設備を導入する

バックヤードの保安は、無人
スタンドでも現状と同等レベ
ルを維持。フロント（スタン
ドの内部の人や周辺の人に対
して）の安全をどのように担
保するかが今後の検討課題。
①初期対応の遅れ
②周辺住民への対応への遅れ
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７-２．無人スタンドの遠隔監視による緊急事態対応の検討イメージ

リスクアセスメントを基に対
策を検討する

無人運転の実施において、特に重要なのは、従業者が現場に到着するまでの間のソフト面とハード面
の安全対策。まずは、従業者がいることを前提としたこれまでのリスクアセスメントの見直しを行い、課
題を明らかにし、安全対策の向上に努める。

・初期対応
・安全確認

特に重要なところ

①緊急事態
発生

②異常警報メール

③自動停止

④現場確認

⑤出動
要請

・放送
・警告

⑥通報

⑦現場出動

⑧避難誘導
⑨報告

⑩確認
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８．事業者が検討する主な内容

無人スタンド実現に向けた技術基準案の作成

◆法規制の課題の整理
・無人化に関する業界要望と関連法基準の整理

高圧ガス保安法、一般則、例示基準

・規制改革要望案件
㉖容器期限確認の不要化
㉙保安監督者の兼任
※充填準備行為の位置付け見直し

◆安全対策に関する調査と検討
・技術基準における人に関わる項目の抽出
・過去のリスクアセスメントにおいて、
人により保安を確保している安全対策抽出

・保安監督者、従業者等の作業内容の整理
・現行の緊急時の体制に関する整理
・安全四法における無人運転対策の確認 など

技術的対策、運営方法による対策等の検討
（ハード面）（ソフト面）

◆海外スタンド事例調査

・法基準の要求項目と対策事例
・自主的な対策事例

無人水素スタンドの保安対策

日本の水素スタンドで
（法基準的、経済的観点から）
活用できる技術、対策を調査・検討

検討進捗状況も加味

事業者が技術基準案作成のために検討する主な内容（３項目）は以下の通り
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エア・リキード社は、世界で約５０ケ所の水素スタンドを運営するが、日本の６ケ所を除き、
すべてが何等か遠隔監視・制御されている。必要に応じて、インターホン・携帯電話で顧
客と対話。以下は、フランス、ドイツ、米国を例とした運転の実態（多くのスタンドは24時
間営業）。

項目 対応例

保安

通常運転時

FST(Field Service Technician)が現場を巡回して定
期点検を実施。国ごとに、社内の集中管理センターで、設
備をPLC（Process Logic Controller）により遠隔監
視・制御するとともに、現場からの映像でも監視。何らかの
トラブルの際は、FSTが現地に急行し、状況を確認（24
時間体制、仏では連絡から２時間以内に到着）。

緊急事態時
火災、地震、事故および顧客の要請に基づく緊急事態が
発生した場合、現場のPLCが自動的にスタンドをシャットダ
ウン（顧客も現場でシャットダウン可能）。

防犯
集中管理センターで24時間遠隔監視。必要に応じ、エ
ア・リキード社が委託する警備員等が現地に急行（仏で
は連絡から30分以内に到着）。

９-１．エア・リキード社の欧米における水素スタンドの無人運転の例
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９-２．エア・リキード社の欧米における水素スタンドの無人運転のポイント

単独型遠隔監視・制御

FST (Field Service Technician)

エア・リキード社集中管理センター

単独型

単独型

・言語の違いのため、各国
毎に設置（他のガスプラン
トの制御センターも兼ね
る）

・各スタンドを画像でモニター
するほか、現場のPLC
(Process Logic 
Controller) にアクセス
（したがって緊急停止のみ
ならず個々の機器の制御も
技術的には可能）

・米国では、まだ集中管理セ
ンターは設置されておらず、
モバイル環境の下、PCやス
マホで管理

要すればインターホン・携帯電話で顧客と対話
画像情報、PLC情報・制御
（Secured Internet）

・クラスター（地域）毎に、
エア・リキード職員、エア・リ
キード関連会社又は契約
会社の職員を配置

・定期的に巡回して日常点
検するとともに、トラブル時に
は現場に駆け付け

顧客は、充填カード発行時
に安全等につき説明を受ける。
ディスペンサーにも取扱注意
を掲示。

・
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９－３．ドイツにおける集中管理センター（TCC）の機能（レベル１警報の場合の流れ）

レベル１警報
・火災警報
・ガス警報
・緊急停止ボタン

TCC (Technical Control Center)
・エア・リキード社が24時間体制で運
営（注１）

H2M HRS Hotline
（注２）
・H2Mが24時間体制
で運営
・水素スタンド専属
の専門家

スタンドの状況を遠隔で判断
・ハザードの状態
・圧力、センサーの状況
・地元パートナーからの情報収集

消防署

テクニカル・サービス
・H2M又はエア・リキード社

PLC(Process Logic Controller)
・コンプレッサー停止
・ディスペンサーベントバルブ開放
・他のすべてのバルブ閉鎖

自動停止

警報の伝達 即座に電話連絡

遠隔でPLCにアクセス

緊急事態

（注１）当該TCCでは、水素スタンドのほか、多数の産業ガス生産設備、顧客のガス貯蔵設備な
ども遠隔監視している。

（注２）独では、エア・リキード社の14の水素スタンドのうち13をH2 Mobilityという会社に譲渡した
上で、運営の一部は引き続き委託を受けているため、上記のような体制なっている。 仏では、
上記のH2Mの役割もエア・リキード社のTCCが担っている。

それ以外

フィードバック
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・日常点検
毎日のスタンドの点検は法的義務。これは、一定の教育を受けた（ロースキルの）、近接する
ガソリンスタンドの従業員、地元の関連会社などにより行われる。毎日、スタンド全体を目視点
検するとともに、異常音などをチェック。

・エア・リキード社のFST
エア・リキード社のFSTは、９人態勢で１４のスタンドを維持管理（９人は水素スタンド専属で
はないが、圧力容器や可燃性ガスにつき高度な技術を持つ）。スタンドが緊急停止した場合に
現場にかけつける。また、すべてのスタンドについて、３ケ月ごとのメンテナンスを実施。

・H2Mの専門家
加えて、独の場合、H2Mの６名の高度なサービス技術者（機器メーカー出身）が、独の５０
のすべての水素スタンドの維持管理に参画。これら６名は、すべて水素スタンド専属で、概ね１
週間に一回、個々の水素スタンドを巡回点検。
緊急時には、このH2Mの専門家が、遠隔でスタンドの状況を即時判断し、消防署を呼ぶか否
かを決める。

９－４．ドイツにおけるFST（Field Service Technician）等の体制・機能
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・設備・機器のメンテナンス会社に２年前から外注（エア・リキード社が使う１５のメンテ会社の一つ）。
・その機能は、

１）開業後最初の６ケ月は週一回の設備点検、その後は月一回
２）何らのトラブルの場合に、２時間以内に駆け付け、必要に応じTCCと協議しつつ、問題を解決
３）夜間・週末も待機
４）緊急時には、地元の消防署に協力（エア・リキード社は、地元消防署と事前に「Emergency 

Plan」を協議・合意）
・FSTの教育は、三日間のオンサイト訓練をエア・リキード社が提供。経験を積んだFSTは、各クラスターご
とに、”Champion”と呼ばれ、他のFSTの指南役に。

９－５．フランスにおけるFST（Field Service Technician）の体制・機能

仏のクラスター 水素スタンドの数
訓練を受けた

FSTの数
水素スタンドの業

務量の割合
パリ近郊 3 (3C) 5 40％

北部 1 (1F) 6 10％
中央部 2 (2F) 4 15％
南東部 2 (1C1F) 4 10％

（注）C=Cars, F=Forklifts 
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・欧州レベルの関連規制
１）PED: Pressure Equipment Directive（圧力容器の設計・製造等を規制）、２）TPED: 
Transportable Pressure Equipment Directive（輸送される圧力容器を規制）、３）AFID: 
Alternative Fuel Infrastructure Directive（電気、H2、LPG、CNG）等があるが、いずれも水素スタン
ドの運用については言及がなく、その規制は各国に委ねられている。

・ドイツ
法令により、無人運転の場合には、１）充填の自動管理（PLC）、２）緊急停止ボタン付きのディスペン
サー、３）インターホンを通じた対話の確保（24時間）、４）緊急時における待機スタッフへの警報伝達
（24時間）が義務付けられている。また、燃料スタンドすべてに毎日の点検の実施が義務付けられている。
ドライバーへの安全教育は法的義務とはなっておらず、FCVメーカーが主体的役割を担っている。ただし、充填の
方法、禁止行為についてはディスペンサー近辺に掲示することが義務付けられている。

・フランス
新たに水素スタンドの規制法を制定する動きあり。ただし、内容は、無人運転の場合には、１）遠隔監視の実
施、２）トラブルの場合の緊急停止と、再立ち上げの際の現場確認、３）火災・漏れの検知、緊急停止
（自動及び手動）の際の待機スタッフへの警告等、いずれもエア・リキード社にとっては措置済みの内容であり、
新規参入者を意識したもの。

・オランダ
１）水素スタンドごとに責任者（manager）又は当該責任者の指名する者を任命すること、２）当該責任
者は、一定の資格を有すること、３）水素スタンドの監視は現場又は遠隔で行うこと、４）トラブルの際は警報
による通知又は責任者への通知がなされること等が義務付けられている。

９－６．欧州における水素スタンドに関する規制の動向
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９－７．ドイツの水素スタンドとTCC（Technical Control Center）

ディスペンサーの使い方
インターホン
緊急停止ボタン

監視カメラは充填エリアに一つ

消防が駆け付けたときに見る配置図
バックヤードの鍵は消防も保有

TCC遠景、中央のスクリーンには水素スタンド
のみならず、他の産業ガス施設も含めたアラー
ムの履歴が表示

Starは隣のガソリンスタンド
の会社であり、当該水素
スタンドはエア・リキード社と
Starの共同運営（毎日の
点検はStar従業員が実
施）

59



９－８．フランスの水素スタンド

充填エリアを監視するカメラ。このほかバッ
クヤードに二つ、計三つのカメラが設置

ディスペンサー近く
の緊急停止ボタ
ンとインターホン

喫煙等の禁止行為のラベル ディスペンサーの裏に掲示された、
ディスペンサーの使い方、緊急時の対応の指示
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2018年度 2019年度 2020年度 ~

【有人セルフ】
・商用STにおけるセルフ
実施に係る情報・課題の
共有化

・商用STでの実運用
（FCCJ・ST事業者）

・水素充填準備作業の準委
任契約の不要化

【関連規制見直し】

【No30 無人運転の許容】
・無人運転に関する業界
意見の集約・反映
（FCCJ・ST事業者）

・法整備、保安対策に資す
る資料作成
（JPEC）

・実証試験実施
（HySUT等）

１０．全体スケジュール案（2018年度 ~ ）

ガイドラインの解釈共有化 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの改定

商用STへの適用に係る情報・課題の共有化、コストダウン検討

設備改造を含めた商用STでの運用
情報の活用（有人セルフ・無人運転）

計画策定 法整備・保安対策に資する資料作成 法整備対応法規制の課題整理

海外無人スタンド事例調査

安全対策に関する調査と検討

無人運転形態の明確化

無人運転検討への業界意見・要望の反映、コストダウン検討

実証計画策定 実証試験実施

無人運転
実施可能化

各種ﾌｫﾛｰ

無人運転
改良・改善
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No.28 保安検査方法の緩和

本日のご報告内容

• 平成29年度の水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第４回）において、
本テーマについてご検討・ご審議頂きました。

• ご審議を踏まえ高圧ガス保安室より、「事業者案を基にした高圧ガス保安協会との共同
規格化の検討の場において検討を進め、検査方法規格が策定された場合には、平成
30年度までに必要な措置を講ずる予定」との方針が示されました。

• これに基づき高圧ガス保安協会で、「圧縮水素スタンド保安検査基準等検討分科会」
が設置され検討が行われ、これを受けて「高圧ガス規格委員会」での審議が行われまし
たので、その状況についてご報告いたします。
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要望内容
天然ガススタンドと同様の検査内容とし、これらを民間自主基準として定め、KHKとの共同
規格とした後、告示指定する。
例）
• 高圧ガス配管、圧縮機、蓄圧器（水素ガスの影響を受けない材料及び影響の程度が

明らかな材料を使用しているものに限る）：開放検査の代替として外観検査を実施す
る。外観検査で異常が認められた場合、肉厚測定または、外部からの非破壊検査を実
施する（耐圧性能の確認）。

• 安全弁の作動試験：JISB8210(1994)と同等の性能、構造をもつものについては、
JIS規格品と同等に扱う（2年に1回）。

実施計画上の記載
水素スタンドに設置する高圧ガス施設について、事業者の負担軽減の観点から、業界団
体等の保安検査方法案を基に「保安検査の方法を定める告示」（平成17年経済産業
省告示第84号）に追加することを検討し、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。（平
成30年度までに、業界団体等の保安検査方法が策定され次第速やかに検討・結論・措
置：経済産業省）

事項名
保安検査方法の緩和

１．要望内容 【第4回検討会資料再掲】
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・圧縮水素スタンド保安検査基準等検討分科会による検討：
平成30年6月～平成30年9月

・高圧ガス規格委員会による審議： 平成30年9月12日

・高圧ガス規格委員会による書面投票： 平成30年9月14日～９月２８日

・技術委員会テクニカルレビュー並びに
パブリックコメント（意見募集中）： 平成30年9月14日～10月14日

・技術委員会プロセスレビュー： 平成30年10月下旬予定
・協会内部手続き、制定： 平成30年11月予定

高圧ガス保安協会における検討状況

第一回（6/1) 、第二回 (6/28) 、第三回（7/24) 、
意見交換（8/23）、第四回（8/31）
保安検査基準KHK/JPECS0850にかかわる書面投票（8/31～9/7）
賛成９票、コメント付き賛成６票で「可決」

２－１．検討の進捗状況
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２－２．検討の進捗状況
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パブコメされている保安検査基準（案）の内容

＜基準内容例＞
 鋼製蓄圧器：破壊力学的評価を行い管理状況も適切である場合、外面からの

非破壊検査により、開放検査（1ヶ月の工程要）の代替とすること
が可能。

 緊急離脱カプラ：作動試験に代えて分解整備を選択することが可能。

＜保安検査基準制定のメリット＞
 水素STの保安検査方法が明確になり、検査内容が均質化されることにより、個別

協議等の負担軽減が期待される。
 保安検査期間短縮に伴い、休業期間も短縮され、ユーザー利便性が向上する。

今後の予定

 高圧ガス保安協会と連携し、定期自主検査指針を策定する。
 策定される保安検査基準及び定期自主検査指針に基づく自主保安レベルの維

持・向上を図り、必要に応じて保安検査基準・定期自主検査指針の改定を目指
す。
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